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平成２２年第３回幸田町議会定例会会議録（第１号） 

────────────────────────────────────────────────── 

 議事日程 

  平成２２年９月１０日（金曜日）午前９時１２分開議 

日程第１ 議席の指定について 

日程第２ 会議録署名議員の指名 

日程第３ 会期の決定 

日程第４ 常任委員の選任について 

日程第５ 諸報告 

日程第６ 町長の所信表明 

日程第７ 報告第３号 財政健全化判断比率等について 

日程第８ 第34号議案 副町長の選任について 

     第35号議案 幸田町固定資産評価員の選任について 

     第36号議案 教育委員会委員の任命について 

     承認第１号 幸田町固定資産評価審査委員会の委員の選任について 

日程第９ 第37号議案 幸田町職員の給与に関する条例等の一部改正について 

     第38号議案 幸田町消防団員等公務災害補償条例の一部改正について 

     第39号議案 幸田町火災予防条例の一部改正について 

     第40号議案 幸田町国民健康保険条例の一部改正について 

     第41号議案 平成２２年度幸田町一般会計補正予算（第２号） 

     第42号議案 平成２２年度幸田町土地取得特別会計補正予算（第１号） 

     第43号議案 平成２２年度幸田町国民健康保険特別会計補正予算（第１号） 

     第44号議案 平成２２年度幸田町老人保健特別会計補正予算（第１号） 

     第45号議案 平成２２年度幸田町後期高齢者医療特別会計補正予算（第１号） 

     第46号議案 平成２２年度幸田町介護保険特別会計補正予算（第１号） 

     第47号議案 平成２２年度幸田町幸田駅前土地区画整理事業特別会計補正予算 

           （第１号） 

     第48号議案 平成２２年度幸田町農業集落排水事業特別会計補正予算（第１号） 

     第49号議案 平成２２年度幸田町下水道事業特別会計補正予算（第１号） 

     認定第１号 平成２１年度幸田町一般会計歳入歳出決算認定について 

     認定第２号 平成２１年度幸田町土地取得特別会計歳入歳出決算認定について 

     認定第３号 平成２１年度幸田町国民健康保険特別会計歳入歳出決算認定につい 

           て 

     認定第４号 平成２１年度幸田町老人保健特別会計歳入歳出決算認定について 

     認定第５号 平成２１年度幸田町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算認定につ 

           いて 

     認定第６号 平成２１年度幸田町介護保険特別会計歳入歳出決算認定について 

     認定第７号 平成２１年度幸田町幸田駅前土地区画整理事業特別会計歳入歳出決 

           算認定について 
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     認定第８号 平成２１年度幸田町農業集落排水事業特別会計歳入歳出決算認定に 

           ついて 

     認定第９号 平成２１年度幸田町下水道事業特別会計歳入歳出決算認定について 

     認定第10号 平成２１年度幸田町水道事業会計決算認定について 

日程第10 決算審査意見の報告 

────────────────────────────── 

本日の会議に付した案件 

  議事日程のとおり 

────────────────────────────── 

    出席議員（１６名） 

  １番 浅 井 武 光 君    ２番 酒 向 弘 康 君   ３番 大 嶽   弘 君 

  ４番 池 田 久 男 君   ５番 水野千代子 君   ６番 足 立 嘉 之 君 

  ７番 鈴 木 博 司 君  ８番 山 本 隆 一 君  ９番 杉 浦   務 君 

  10番 鈴 木 修 一 君  11番 大須賀好夫 君  12番 内 田  等 君 

  13番 丸山千代子 君  14番 伊 藤 宗 次 君  15番 夏 目 一 成 君 

  16番 鈴木三津男 君 

    欠席議員（０名） 

────────────────────────────── 

  地方自治法第１２１条の規定により説明のため会議に出席した者の職氏名 

町 長 大須賀一誠 君 総 務 部 長 新 家 道 雄 君 

健 康 福 祉 部 長 伊 澤 伸 一 君 参 事 杉 浦  護 君 

環 境 経 済 部 長 松 本 和 雄 君 建 設 部 長 鍋田堅次郎 君 

会 計 管 理 者 鈴 木 政 巳 君 教 育 長 内 田   浩 君 

教 育 部 長 牧 野 良 司 君 消 防 長 酒井利津夫 君 

監 査 委 員 鴨 下    登 君   

────────────────────────────── 

  職務のため議場に出席した議会事務局職氏名 

   事 務 局 長 鈴 木 久 夫 君   主     幹 鈴 木 政 彦 君 

────────────────────────────── 

 

○議長（鈴木三津男君） 皆さん、おはようございます。 

   平成２２年第３回幸田町議会定例会の開会に当たり、一言ごあいさつを申し上げます。 

   議員各位には、公私極めて御多忙のところ御出席を賜り、厚く御礼申し上げます。 

   季節は秋になりましたが、いまだにその気配すら感じられない記録的な厳しい残暑が

続いています。各位には、健康管理に十分御留意いただきたいと思います。 

   過日、幸田町の防災訓練が実施されました。東海地震や大型台風などによる大災害が

いつ起こるかわかりません。行政も家庭も、防災に対する備えをいま一度確認し、万全

なものにしたいものであります。 

   本定例会に提出されました議案等は、お手元の議案目録のとおり、報告第３号 財政
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健全化判断比率等についてを初め副町長の選任について、平成２２年度補正予算並びに

平成２１年度決算認定など、合わせて２８件であります。 

   特に、決算認定は、議会が決定した予算が適正に執行されたかどうかを審査するとと

もに、町民にかわって政策行政効果を評価・監視する極めて重要な意味があります。議

会といたしましては、町民生活の安定と福祉の向上のため十分な審議を行い、町民の負

託にこたえるべく努力したいと思うところであります。 

   議員各位には、慎重なる御審議と円滑なる議会運営に格別の御協力をお願い申し上げ

まして、開会のあいさつといたします。 

   お諮りします。 

   本日、議場において、中日新聞社、朝日新聞社、東海愛知新聞社、三河湾ネットワー

ク社各社が取材で議場内をカメラ撮影されます。これに御異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者多数） 

○議長（鈴木三津男君） 御異議なしと認めます。 

   よって、議場内のカメラ撮影は許可することに決定いたしました。 

   ここで、去る８月２２日の補欠選挙にて幸田町議会議員となられた山本隆一議員、浅

井武光議員よりあいさつをいただきます。 

   初めに、山本議員からお願いいたします。 

〔８番 山本隆一君 登壇〕 

○８番（山本隆一君） 皆さん、おはようございます。 

   議長から御指名のとおり、先回の補欠選挙によりまして、投票により５,０００票を

超す町民の皆様方の温かい御支援により当選させていただきました山本隆一であります。 

   ２７年ぶりに３度目の議会に送っていただき、この御恩を忘れることなく、今後の町

政の教訓として、明るい町民の幸せ、議会の改革、町政の改革、無駄を省く社会に奉仕

する議員として活動してまいりたいと思います。皆様の御指導をよろしくお願いいたし

ます。 

   この議会に対することにつきましては、皆様方の御指導により、一生懸命議会活動を

していきたいと思いますので、よろしくお願いをいたします。 

   なお、この席で言っていいかどうかわかりませんが、けさも早く高力地内から、朝、

住民の方がマムシを持ってみえました。このマムシも、今まで川がありましたけれども、

四方ふたを着せたために水を飲むことができないので、畑に出て、その方もかまれる寸

前でありましたが、辛うじてかまれずに済んで、きょう、役場へ持ってきましたけれど

も、やはりその環境について、もう少し今後考えていただきたいということを環境のほ

うにも申し上げましたが、やはり環境が変わることによってマムシも変わるなというふ

うに思いました。 

   簡単ではございますが、皆様に一言お願いをいたしまして、ごあいさつといたします。

よろしくお願いいたします。 

〔８番 山本隆一君 降壇〕 

○議長（鈴木三津男君） 続きまして、浅井議員、お願いいたします。 

〔１番 浅井武光君 登壇〕 
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○１番（浅井武光君） 改めまして、おはようございます。 

   ただいま議長様から説明のとおり、先回の補欠選挙におきまして当選させていただい

た浅井武光であります。 

   私は、坂崎で生まれ、坂崎で育ち、大変地元の方にお世話になっておるものでありま

す。 

   何分にも新人でありますので、わからないことが多々あると思いますけれども、皆様

方の御協力により御指導をいただきながら一生懸命議員活動をしていきたいと、こうい

うふうに思っております。よろしくお願いいたします。 

   簡単でありますけれども、皆様に一言お願い申し上げ、ごあいさつとさせていただき

ます。大変ありがとうございました。 

〔１番 浅井武光君 降壇〕 

○議長（鈴木三津男君） ありがとうございました。 

   定例会招集に当たり、町長のあいさつを行います。 

   町長。 

〔町長 大須賀一誠君 登壇〕 

○町長（大須賀一誠君） 皆さん、おはようございます。 

   ことしの夏は記録的な猛暑が続きまして、９月に入りまして、このところ若干、朝夕

涼しさを覚えるようになりました。 

   本日、ここに平成２２年第３回幸田町議会定例会をお願いいたしましたところ、議員

の皆様には公私とも大変御多用のところ、早朝より御出席いただきまして、大変ありが

とうございます。 

   平素、議員各位におかれましては、町政各般にわたりまして何かと御指導・御高配を

賜っており、改めて厚く御礼を申し上げます。 

   なお、私ごとでございますが、過日の町長選挙に際しましては、何かと御心配・御迷

惑をおかけしました。 

   私の就任に当たってのごあいさつにつきましては、後ほど所信表明の中で述べさせて

いただきたいと存じます。よろしくお願いを申し上げます。 

   さて、今回の定例会に提案させていただきます議案は、副町長の選任、教育委員会委

員の任命同意など、人事案件３件を初め報告議案１件、承認議案１件、単行議案４件、

補正予算９件、決算認定１０件、合わせて２８件でございます。 

   特に、先ほど議長のごあいさつでも触れられましたけれども、決算は平成２１年度予

算がどう活用されたか、１年間の行政運営の総括であり、次年度以降の参考となる極め

て重要なものばかりでございます。全議案とも慎重かつ円滑に御審議の上、可決・承認

を賜りますよう、まずもってお願いを申し上げます。 

   また、一般質問につきましては、８名の議員の皆様から御通告をいただいております

が、どなたの質問も私にとっての今後の町政推進上、時宜を得た重要な質問ばかりでご

ざいます。真摯に受けとめまして、誠意を持って対応させていただきたいと存じます。 

   ここで、１点、報告とお願いを申し上げます。 

   副町長の選任に関しましては、総務部総務防災課長から９月７日付で退職申し出があ
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り、昨日、９日付をもってその申し出を受理いたしました。 

   したがいまして、総務防災課長が空席となっており、今議会会期中は、総務部長の総

務防災課長事務取扱を命ずる辞令を９月１０日付で発令いたします。御承知おきをお願

いしたいと存じます。 

   よって、２１日、２２日の決算特別委員会においては、副町長及び総務部長によって

説明答弁に当たらせていただくこともあろうかと存じます。その点につきましても、議

長にお願いを申し上げまして、初めての議会で戸惑うことも大変あろうかと思いますが、

よろしくお願いを申し上げます。 

   以上、開会に当たってのごあいさつといたします。よろしくお願いいたします。 

〔町長 大須賀一誠君 降壇〕 

○議長（鈴木三津男君） ここで、総務部長からの発言の申し出がありましたので、発言を

許します。 

   総務部長。 

〔総務部長 新家道雄君 登壇〕 

○総務部長（新家道雄君） 本日、お手元に配付いたしました資料の御案内をさせていただ

きます。 

   まず差しかえ分でございますが、第３４号議案 副町長の選任について、第３５号議

案 幸田町固定資産評価委員の選任についてでございますが、これにつきましては、議

案書及び議案関係資料の差しかえを予定しておりますので、よろしくお願いいたします。 

   なお、追加資料といたしましては、監査委員の平成２１年度決算審査意見書、それと

町長の所信表明を追加資料として配付いたしておりますので、よろしくお願いをいたし

ます。 

〔総務部長 新家道雄君 降壇〕 

○議長（鈴木三津男君） ただいまの出席議員は１６名であります。定足数に達しておりま

すから、平成２２年第３回幸田町議会定例会は成立いたしました。 

   よって、これより開会いたします。 

                             開会 午前 ９時１２分 

○議長（鈴木三津男君） 地方自治法第１２１条の規定により議案説明のため出席を求めた

理事者及び監査委員は、お手元に印刷配付のとおりですから、御了承願います。 

   ただいまから本日の会議を開きます。 

                             開議 午前 ９時１３分  

○議長（鈴木三津男君） 議事日程は、お手元に印刷配付のとおりでありますから、御了承

願います。 

────────────────────────────── 

  日程第１ 

○議長（鈴木三津男君） 日程第１、議席の指定を行います。 

     山本隆一君、浅井武光君の議席に関し、会議規則第４条第３項の規定により、議席の

一部を変更いたします。 

   なお、変更した議席は、お手元に配付の議席表のとおりでありますので、御了承願い
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ます。 

────────────────────────────── 

  日程第２ 

○議長（鈴木三津男君） 日程第２、会議録署名議員の指名をいたします。 

   会議規則第１２０条の規定により、本日の会議録署名議員を１０番 鈴木修一君、１

１番 大須賀好夫君の両名を指名いたします。 

──────────────○─────────────── 

  日程第３ 

○議長（鈴木三津男君） 日程第３、会期の決定の件を議題といたします。 

   お諮りいたします。 

   今期定例会の会期は、本日から１０月４日までの２５日間といたしたいと思います。

これに御異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者多数） 

○議長（鈴木三津男君） 御異議なしと認めます。 

   よって、会期は本日から１０月４日までの２５日間と決定いたしました。 

   なお、会期中の会議予定につきましては、お手元に印刷配付の定例会会期日程表のと

おりですから、御了承願います。 

──────────────○─────────────── 

  日程第４ 

○議長（鈴木三津男君） 日程第４、常任委員の選任についてを議題といたします。 

   お諮りいたします。 

   山本隆一君、浅井武光君の常任委員の選任については、委員会条例第７条第１項の規

定により、浅井武光君を総務委員に、山本隆一君を文教福祉委員にそれぞれ指名したい

と思います。これに御異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者多数） 

○議長（鈴木三津男君） 御異議なしと認めます。 

   よって、浅井武光君を総務委員に、山本隆一君を文教福祉委員にそれぞれ選任するこ

とに決定いたしました。 

──────────────○─────────────── 

  日程第５ 

○議長（鈴木三津男君） 日程第５、諸般の報告を行います。 

   例月出納検査３件、５月、６月、７月分及び定期監査１件、財政援助団体等監査１件

であります。これはお手元に印刷配付のとおりですから、御了承願います。 

──────────────○─────────────── 

  日程第６ 

○議長（鈴木三津男君） 日程第６、町長の所信表明を行います。 

   町長。 

〔町長 大須賀一誠君 登壇〕 

○町長（大須賀一誠君） 本日、ここに町長就任後初めての議会定例会に当たり、ごあいさ
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つを申し上げるとともに所信を申し述べ、施策の方針を明らかにし、議員の皆様方を初

め町民の皆様の御理解と御協力を賜りたいと存じます。 

   さきの町長選挙におきましては、多くの町民の皆様の温かい御支援をいただき、激戦

の末に当選をさせていただきました。身に余る光栄でございます。深く感謝いたすとと

もに、心から厚くお礼を申し上げます。 

   私はこれまで町職員として、また副町長として、合わせて３５年余り行政の一端を担

わせていただきました。今回の選挙では、多くの町民の皆様をお会いし、御指導・御鞭

撻を賜るとともに、町民の生の声をお伺いし、改めて政治に携わる者の使命と申します

か、その責任の重さを痛感しているところでございます。 

   私は今回の町長立候補に当たり、後援会活動を通じて、「愛する幸田町を幸せなまち

にするために、確かな力、誠実な力」として、一歩先の幸せなまちを実現できるよう訴

えてまいりました。 

   今、国・県・本町を取り巻く環境は、リーマンショック・トヨタショック・政権の交

代・長引く景気低迷の中、極めて厳しい状況にあり、既に御承知のとおりでございます。 

   当分の間は、町民の皆様に、我慢をお願いすることもあろうかと思います。厳しい町

財政の中、徹底して無駄を省き、行財政改革によってピンチをチャンスに変えるため、

私の改革「８つの誠」の実現を目指してまいります。 

   なお、現在進行中の「第５次総合計画」につきましては、町政運営の大きな柱でもあ

り、その計画には沿ってまいりますが、改革を進める上で変更することも検討しながら

進めてまいりたいと考えております。 

   まず、第１の誠でございます。「誰もがイキイキ健康に暮らす町」といたしました。 

   障害者、お年寄り、また家庭内介護者のフォローを手厚く、福祉医療制度の維持、健

康・福祉の充実を図ります。 

   第２の誠は、「地震・豪雨など災害に強い町」であります。 

   地区ごとの防災体制を充実し、防災カメラによる全町監視システムを整備し、防災上

最大のアキレス腱である広田川を改修し、大災害にも迅速に対応できるようにいたしま

す。 

   第３の誠は、「広域行政の推進」であります。 

   新たな広域行政圏域を模索しながら、近隣の市との関係を密にし、広域行政サービス

の実現を目指すとともに、持続可能なまちづくりを目指します。 

   第４の誠は、「子ども達が未来に羽ばたく町」であります。 

   学校環境を整備するとともに、いじめや不登校問題を一掃できるようにします。また、

保育ニーズに対応すべく公立保育園の民営化を図り、幼保一元化についても、自宅保育

や休日保育などのサポート体制を整備しながら、育児負担を軽減し、安心して子育てが

できるよう支援を推進します。 

   第５の誠は、「産業が活気づく豊かな都市整備」であります。 

   幸田駅、三ケ根駅、建設中の（仮称）相見駅の３駅を拠点としたまちづくりを進める

ため、幸田駅前は市街地整備と商業活性化の一体的推進を目指します。 

   また、（仮称）相見駅につきましては、市街地開発により町北部の都市核として周辺
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都市機能の整備を図ります。最終的には、これらを起点に、新規産業を誘致し、産業の

振興を進めます。 

   第６の誠は、「自然と共生する豊かな環境づくり」です。 

   幸田の豊かな環境を維持するため、循環型社会を実現します。また、自然を守り活か

すことで、快適で暮らしやすい・環境に優しいまちづくりを実現します。 

   第７の誠は、「文化の香りただよう町」であります。 

   先人から受け継いだ貴重な文化財を大切に守りながら、本光寺周辺など文化財の保護

と継承を図り、新たに歴史との触れ合いを創出します。 

   また、ハッピネス・ヒル・幸田を中心に、文化振興にも継続して力を注ぎます。 

   最後に、第８の誠は、「行政意識の向上・サービスの徹底」であります。 

   健全財政を維持しながら、安定した行政サービスを持続していきます。必要な事業は

積極的に推し進め、見直すべきは見直し、時代の変化に対応する町政を実現します。 

   また、幸田町として、将来の安定を目指した財政運営と、世代・性別・地域の差のな

い、バランスのとれた行政運営を目指します。 

   具体策としましては、まず事業仕分けを徹底いたします。 

   厳しい町財政の中では、改革を進める上で、これまでの姿勢を見直す必要があると考

えます。個々の事業ごとに現場の声や実情に基づき、外部の視点も取り入れながら、開

かれた事業を推進していく必要があります。それが今後の町政を持続するために必要な

ことだと考えます。そのために、「第９次行政改革大綱」のもと、事業仕分けを研究し

導入します。 

   近い将来、住民サービスのための総合窓口を設置します。 

   住民の皆様には、利便性の高いサービスを提供することが今求められています。例え

ば、役場に総合窓口を設け、ワンストップサービス、ほとんどの手続が１カ所で済ませ

られるということでありますけれども、それを実現し、スムーズでスピーディーなサー

ビスを提供できるよう、業務の革進を行いたいと考えております。 

   次に、３駅のバランスのとれた整備であります。 

   幸田町では、（仮称）相見駅を含む３駅の拠点をもとに、都市形成計画が進められて

います。それぞれの駅が、響き合いながら、それぞれが町の玄関として、物流や観光の

拠点として、地域の特徴をあらわすようなまちづくりを行い、バランスのとれた商業地

域として活性化と都市形成を促進したいと考えております。 

   また、農業の再起動という点においては、もともと農業が盛んな地域という印象があ

りながら、地元の農産物の消費率はそれほど高くなく、農業従事者の高齢化も進んでお

り、農業の沈滞化が進んでおります。 

   調和のとれた豊かなまちとなるために、新しい農業政策を充実させる必要があります。

そこで、地域農業アクションプログラムに基づく効率的かつ安定的な農業形態の育成を

図り、地域特産物や新しい農産物の開発・育成と、地産地消の推進による地元農業の活

性化を図ってまいります。 

   産業面では、新産業・新規事業への誘致を推し進めます。 

   今や本町のみならず、経済再生が重要な課題であると同時に、本町の経済を支える産
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業の活性化や産業基盤の充実が重要な課題となっています。現状を維持するだけではな

く、先端産業の誘致、新技術・新産業の創出など、積極的に働きかけていくほか、交通

拠点としての地の利を生かした産業誘致も同時に推し進めたいところであります。 

   幸田に住む者として、「誰もがイキイキ健康の町」となれるよう、各種健康相談・健

診・子宮頸がんや前立腺がん等のがん検診など、さまざまな健康対策事業に取り組み、

安心して生き生き暮らせる環境づくりに取り組んでいきたいと考えております。 

   高齢化が進む中、未来の幸田のために、必要な子育て支援も実施します。子供を産み

育てることに喜びを感じながら、子供の成長に何が大切かを考え、育児にかかわる環境

整備を図り、次世代につなげたいと考えております。 

   以上、各般にわたり所信の一端を申し上げましたが、これらの誠を実現するに当たっ

ては、国・県はもとより、隣接する市町とも連携を密にしながら、十分配慮して進めて

まいりたいと考えております。 

   本町を取り巻く情勢は極めて厳しいものがありますが、町民の皆様とともに力を合わ

せて、「愛する幸田町を幸せなまちにするために」一歩先の幸田町を実現するため、頑

張ってまいりたいと存じます。 

   議員各位を初め、町民の皆様に御理解と御協力を賜りますよう重ねてお願いを申し上

げ、就任のあいさつといたします。 

   ありがとうございました。 

〔町長 大須賀一誠君 降壇〕 

○議長（鈴木三津男君） 町長の所信表明は終わりました。 

──────────────○─────────────── 

  日程第７ 

○議長（鈴木三津男君） 日程第７、報告第３号 財政健全化判断比率等について報告を求

めます。 

   町長。 

〔町長 大須賀一誠君 登壇〕 

○町長（大須賀一誠君） それでは、最初に報告第３号でございます。 

   財政健全化判断比率等についての報告でございます。 

   議案書１ページをお開きいただきたいと思います。 

   この件につきましては、地方公共団体の財政の健全化に関する法律第３条第１項及び

第２２条第１項の規定に基づいて、平成２１年度の財政健全化判断比率及び資金不足比

率について、３ページの監査委員の意見書を付して報告するものでございます。 

   ２ページをお開きいただきたいと思います。 

   まず、財政健全化の四つの判断比率のうち実質赤字比率、連結実質赤字比率について

は、昨年度同様黒字となりましたので、数値が計上されませんでした。 

   次に、実質公債費比率は、過去３年間の平均値であり、今年度は１１.４％で、前年

度比０.５％の減となり、早期健全化基準の２５％を下回っております。 

   将来負担比率については、前年度は６％ありましたが、不況の長期化に備え基金を積

み立てしたことにより充当可能財源が増加したため、本年度につきましては数値は計上
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されませんでした。 

   また、公営企業の資金不足比率につきましては、農業集落排水事業特別会計、下水道

事業特別会計、水道事業会計の３会計すべてにおいて黒字となり、数値が計上されませ

んでした。 

   なお、指標が一つでも基準値を上回る場合は、早期健全化計画等の作成が義務づけら

れることになりますが、本町につきましては、すべての項目において基準値を下回って

おります。 

   また、各比率の明細につきましては、議案関係資料の１ページから４ページを御参照

いただきたいと思います。 

   以上報告させていただきますので、よろしくお願いいたします。 

〔町長 大須賀一誠君 降壇〕 

○議長（鈴木三津男君） これをもって、報告を終わります。 

   ここで暫時休憩といたします。 

                             休憩 午前 ９時３０分 

─────────────── 

                             再開 午前 ９時４２分 

○議長（鈴木三津男君） 休憩前に戻し、会議を再開いたします。 

──────────────○─────────────── 

  日程第８ 

○議長（鈴木三津男君） 日程第８、第３４号議案 副町長の選任について、第３５号議案

幸田町固定資産評価員の選任について、第３６号議案 教育委員会委員の任命につ

いて、承認第１号 幸田町固定資産評価審査委員会の委員の選任について、以上の

４件を一括議題といたします。 

   朗読を省略し、理事者に提案理由の説明を求めます。 

   町長。 

〔町長 大須賀一誠君 登壇〕 

○町長（大須賀一誠君） それでは、続きまして、人事案件の説明をさせていただきます。 

   議案書の５ページをお開きいただきたいと思います。 

   まず最初に、第３４号議案 副町長の選任についてであります。 

   提案理由といたしましては、幸田町副町長を選任する必要があるからであります。 

   ６ページをお開きください。 

   現在、空席となっております副町長につきましては、新たに前総務部総務防災課長を

充てたいというものでございます。 

   名前は、成瀬 敦氏、幸田町大字菱池字縄手下５２番地１、昭和３１年１２月２日生

まれ、５３歳でございます。 

   成瀬 敦氏を選任しまして、地方自治法第１６２条の規定により、議会の同意を求め

るものでございます。 

   任期につきましては、平成２２年９月１０日から４年間でございます。 

   成瀬 敦氏につきましては、昭和５５年に幸田町に奉職し、ことしが３１年目となり
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ます。その経歴中２５年を総務企画部門、総務課、企画課に身を置きまして、ほかには

土地改良課等々も回っておりますけれども、平成１９年度から総務防災課長として広く

町政を見渡せる立場におります。また、中心的な役割を果たしてまいりました。 

   今回の選任に当たりまして、９月７日には退職願が提出されておりましたが、今議会

の同意をいただくため、私の預かりとし、９月９日付で退職とし、議決いただきました

後に辞令を交付する予定となっております。 

   履歴書にありますように、豊富な行政経験によって町政や職員のことも熟知し、洞察

力にすぐれて、私の補佐役として最も適任者であるというふうに思っております。何と

ぞ御同意賜りますようにお願いを申し上げます。 

   なお、議案関係資料は５ページから７ページでございます。御参照いただきたいと思

います。 

   次に、７ページをお開きください。 

   第３５号議案 幸田町固定資産評価員の選任についてであります。 

   提案理由といたしましては、大須賀一誠評価員の辞任に伴い、選任する必要があるか

らであります。 

   ８ページをお開きください。 

   内容としましては、大須賀一誠評価員が平成２２年３月末日をもって辞職する旨の願

いが提出されておりました。その後、空席となっておりました評価員として、新たに成

瀬 敦氏、幸田町大字菱池字縄手下５２番地１、昭和３１年１２月２日生まれ、５３歳

を選任し、地方自治法第４０４条第２項の規定により、議会の同意を求めるものでござ

います。 

   任期につきましては、平成２２年９月１０日でございます。 

   成瀬 敦氏につきましては、昭和５５年に幸田町に奉職し、３１年目の経歴中２５年

間を企画・総務、また土地改良等におきまして、平成１９年からは総務防災課長として

中心的な役割を果たしてまいりまして、今回の選任に当たりまして税務部門の在職経験

はございませんけれども、経歴書にもありますように、固定資産評価委員会を所管する

総務防災課長を経験しており、評価員としても適任と考えます。 

   何とぞ御同意賜りますようにお願い申し上げ、なお関係資料は８ページから１０ペー

ジであります。御参照お願いいたします。 

   続きまして、第３６号議案 教育委員会委員の任命についてでございます。 

   ９ページをお開きください。 

   提案の理由といたしましては、髙橋敏文委員の任期満了に伴い、任命する必要がある

からでございます。 

   １０ページをお開きください。 

   その後任として、谷川章義氏、幸田町大字高力字熊谷４７番地、昭和２３年６月３日

生まれ、６２歳でございます。 

   谷川氏を任命するに当たり、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第４条第１項

の規定により、議会の同意を求めるものでございます。 

   任期につきましては、平成２２年１０月１日から４年間でございます。 
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   谷川氏につきましては、昭和４６年３月、愛知教育大学を卒業された後、平成２１年

３月まで小・中学校の教諭を務められ、平成１４年から北部中学校の校長、平成１７年

から荻谷小学校の校長、平成２０年度は幸田小中学校校長会会長も務められました。 

   人格も高潔にして温厚で長年にわたる教育現場の経験から、将来の教育行政推進に期

待できる方であり、誠心誠意取り組んでくれる方と、また適任と考えております。よろ

しくお願いをいたします。 

   議案関係資料につきましては、１１ページから１３ページでございます。 

   なお、谷川氏とは９月１日に私本人と面談いたしまして、非常に立派な方だというふ

うに思っております。 

   次に、承認第１号をお願いいたします。 

   承認第１号 幸田町固定資産評価審査委員会の委員の選任についてであります。 

   議案書の１１ページをお開きいただきたいと思います。 

   提案理由といたしましては、浅井武光委員の辞任に伴い、遅滞なく選任する必要があ

るからであります。 

   １２ページをお開きください。 

   浅井 進氏、幸田町大字坂崎字平蔵脇６０番地、昭和２７年２月２５日生まれ、５８

歳でございます。 

   浅井氏につきましては、昭和５０年３月、岐阜大学の工学部を卒業され、同年４月、

アイシン精機株式会社に就職され、現在は生産技術部に配属されておられます。 

   浅井氏は、実直かつ誠実な方で、平成１８年及び平成１９年度において坂崎区長代理

を経験され、地域での信望も厚く、納税者の固定資産評価への信頼も確保する視点にお

いて適任者であります。 

   この選任につきましては、地方税法第４２３条第４項の規定において、委員が欠けた

場合には遅滞なく選任しなければならないとされており、議会が閉会中であるときは、

議会の同意を得ないで補欠委員を選任することができるとなっております。 

   また、同条第５項の規定により、議会の同意を得ないで補欠委員を選任した場合、事

後の承認を得なければならないとなっており、今定例会において承認をお願いするもの

でございます。 

   なお、補欠委員の任期につきましては、前任者の残任期間であり、平成２２年１２月

３１日までであります。 

   議案関係資料につきましては、１４ページから１６ページであります。 

   以上、人事案件３件、承認案件１件について、提案理由の説明をさせていただきまし

た。 

   御審議の上、よろしく御可決・承認賜りますようにお願い申し上げます。 

〔町長 大須賀一誠君 降壇〕 

○議長（鈴木三津男君） ここで、途中ではありますが、１０分間休憩といたします。 

                             休憩 午前 ９時５１分 

─────────────── 

                             再開 午前１０時０２分 
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○議長（鈴木三津男君） 休憩前に引き続き、会議を再開いたします。 

   提案理由の説明は終わりました。 

   これより質疑を行います。 

   質疑の方法は、会議規則第５５条及び第５６条の規定により、１議題につき１５分以

内とし、質疑の回数制限は行いませんので、よろしくお願いいたします。 

   理事者の答弁時間の制限はありませんが、議員の発言時間の制限にかんがみ、簡明な

る御答弁をお願いいたします。 

   まず、第３４号議案について質疑を許します。 

   １４番、伊藤君。 

○14番（伊藤宗次君） まず、日程というか、日にちの確認をいたします。 

   成瀬 敦氏が退職届を出した日にちにつきまして、町長は開会のあいさつでは９月４

日と、提案説明でいきますと９月７日ということになっておりますが、４日なのか７日

なのか。 

○議長（鈴木三津男君） 町長。 

○町長（大須賀一誠君） 私は９月７日と申し上げたと思っておるんですけれども、私が言

い方を間違えたかどうかは知りませんけれども、９月７日ということでございます。 

○議長（鈴木三津男君） １４番、伊藤君。 

○14番（伊藤宗次君） 退職届は９月７日の火曜日ということですよね。聞き手の粗相は言

い手の粗相ということで、話を進めていきます。 

   私は、町長がこの３４号議案を提案説明する、その冒頭で、当然聞かれるべき言葉が

あってしかるべきだなと、こういうふうに聞き耳を立てていたわけですが、ございませ

んでした。 

   この３４号議案、いわゆる副町長の選任の議案が議員に示されたのは本日ですよ、き

ょう。あなたが総務部長から当時の助役に選任にされるときには、議会が開かれる１週

間ほど前に、もう少し前ですが、大ざっぱに言って１週間前に議会運営委員会というの

が開かれます。その議会運営委員会には、あなたが助役として選任される議案という形

で、氏名は大須賀一誠という形で、事前に議会運営委員会に話がされて、そして議案書

と同時に全議員に配付がされております。今回、それがございませんでしたよね。その

ことについて、まともな議案の提出のされ方がどうかと、そのことに一言も触れなかっ

たという点でいきますと、私は議会軽視に当たると。あなたが町長になって一番初めに

提案をする議案が議会軽視のそしりを受けると、私は大変不名誉なことだと思うんです

が、そこら辺はなぜ省かれたのか、説明がいただきたい。 

○議長（鈴木三津男君） 町長。 

○町長（大須賀一誠君） この人事案件につきましては、非常にやっぱり内部昇格というこ

とでやりますと、内部の動揺もいろいろございます。 

   本来でございますと、伊藤宗次議員がおっしゃるように、議運の段階で前もってお示

しするということが一番よかったかと思いますけれども、最終的な決定の段階に至るま

でになかなか時間もかかりまして、報告する段階に至らなかったということで、このよ

うな形になったわけでありますけれども、以後におきましては、よくその辺も注意いた
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しまして、議会軽視と言われないような形で進めてまいりますので、よろしくお願いい

たします。 

○議長（鈴木三津男君） １４番、伊藤君。 

○14番（伊藤宗次君） こればかりやっとると本題に入れなくていかんわけですが、ただ言

えることは、内部昇格が公になると内部に混乱が起きると。混乱が起きるような何で人

事をやるんだ。混乱が起きようと何しようが、あなたが信念を持ってこの人を副町長と

して議会に提案する、これでいいわけです。 

   だから、議会の十分な事前の審議を保障するかどうかというはかりにかけたら、内部

に動揺が広がるから、それは陰でと。事前がよかったかもしれんけれども、時間もかか

りますよと。 

   あなたは、その議会運営委員会のときに「慎重に検討しとる最中でございます」と、

こういうことを言われましたよね。あなたは慎重に検討する時間は保障してくれと、議

会のほうはどうでもいいと、出しゃあ、するっとところてんだと。議会は黙って通して

くれるから、議会に事前に慎重に検討していただく必要はないと、当日で結構だと。だ

から議会軽視だということを言っとるんです。二つあるんです。 

   内部動揺が広がるから、内部登用については直前なければ明らかにせん。明らかにせ

んと言いながら、大概、ここら辺に座っとる人、みんな９月１日、あるいは２日の時点

で大体承知しとるんですよ。ただ、それが公になったかならんかというのはきょうです。

それだけの話。マスコミの一部では報道されておりますよね、固有名詞は上げないけれ

ども。 

   という状況から含めていくならば、私は今のあなたの言ったことが、今後において議

会軽視ということのそしりを受けないと、そういう点からいきますと、極めて不十分な

通り一遍の答弁だなと。自分はと言うよりも、提出者は十分な慎重な検討の時間を要す

るけれども、しかし議会へ提出するのは即日でいいと。当日に出して、当日に結論出し

てくれれば、それで事足りると。そういうものについての問題をきちっとしていただき

たいということを申し上げておる。 

○議長（鈴木三津男君） 町長。 

○町長（大須賀一誠君） 今後におきまして、その辺も十分加味しながら行政を進めてまい

りたいと思っております。 

○議長（鈴木三津男君） １４番、伊藤君。 

○14番（伊藤宗次君） 日本にはいろんなことわざやたとえ話がたくさんありますよね。そ

のことわざとかたとえ話というのは、非常に当を得たなと、こういうことわざ・たとえ

がございます。 

   そのような中、今回、成瀬氏が副町長として氏名が上げられた。上げられたときに、

ああ、これは論功行賞の人事だなと、率直に私は思いました。論功行賞、そういう点で

はいかがですか。 

○議長（鈴木三津男君） 町長。 

○町長（大須賀一誠君） その論功行賞というのはどういう意味を指しておられるのか、私

はよくわかりませんけれども、人格的にも適格な人間だと思っております。 
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○議長（鈴木三津男君） １４番、伊藤君。 

○14番（伊藤宗次君） それでは、また一つのたとえで、論功行賞がよくわからんと、わか

っとっても言っちゃいかんなと、そういうことですわ。 

   もう一つは、以心伝心という言葉がございますよね。以心伝心、つまり言葉で言いあ

らわさなくてもお互いに通じる心がありますよと。今回、そういう点からいけば、一連

の流れとして、論功行賞、よくわからんけれども、以心伝心でしたよと、こういうふう

にも思えるわけです。そこら辺はどんなふうにお考えですか。 

○議長（鈴木三津男君） 町長。 

○町長（大須賀一誠君） 以心伝心と、お互いにやっぱり長い間、職員、いろんな方とも、

成瀬氏だけじゃなくして、ほかの方ともいろんな以心伝心というのがあるわけでありま

して、この方に特にどうこうという気持ちはございません。 

○議長（鈴木三津男君） １４番、伊藤君。 

○14番（伊藤宗次君） それは一般論です。具体的に今、議案として副町長を成瀬 敦氏と

いう形で議会に提出をされ、提案された。その内容から、私は質疑に加わったという点

からいけば、一般論として以心伝心、「それはほかの職員も一緒ですわ」なんて言うの

は、まぜっ返しということ。 

   つまり、以心伝心とは、論功行賞を含めて、あんたはようやってくれた。何をやって

くれたかはあなたは胸の中に十分傷跡を持っておられるなというふうに思うわけですが、

そういう中で、心で言って、口であらわさないけれども、ほめてつかわすぞと、その功

績は大であるから副町長だよという以心伝心ですよ。まぜ返しじゃない、具体的な話で

す。いかがですか。 

○議長（鈴木三津男君） 町長。 

○町長（大須賀一誠君） そういう意味でとらえられるというのは、非常にちょっと私自身

も残念だなと思っております。 

   私は、今回の選挙におきまして９,０００票ちょっと、相手方の方は７,０００票とい

う票があるわけであります。その中に、相手候補も非常に役場の副町長なり幹部が町長

になることにいささか懸念で、役場の中がよどんでいると、そういうことを非常におっ

しゃっておりました。 

   それはどういうことかなと、人事の刷新をしていないんじゃないかと、そういうこと

も私は加味をしながら、いろいろ検討に検討を重ねて、今回のこういう人事になったと

いうことでございますので、御了解いただきたいというふうに思っております。 

○議長（鈴木三津男君） １４番、伊藤君。 

○14番（伊藤宗次君） 別に相手方が何を言ったかかにを言ったかということをあげつらっ

て自分のやっていることを正当化するという手法は、私はいただけない。率直に申し上

げるならば、今回の選挙の中で、本来、公正中立であるべき選挙管理委員会が他から批

判を受けるような、そういう事例は山ほどございます。そういう中で、あなたが以心伝

心、論功行賞、こういう中で、選管事務局の書記を務めておる成瀬氏を選任をされてき

たと、こういう経過があるです。 

   もう少し違ったたとえを申し上げるならば、魚心あれば水心ありと、みんな一緒です
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よ。論功行賞、以心伝心も、魚心あれば水心ありと、そういう一連の中で今回の人事案

件として副町長に成瀬 敦氏が出てきた。その具体的なあらわれとしては、町長選挙と

いう選挙期間のわずか５日間の問題じゃないですよ。双方が立候補を表明をされたころ

から結果が出るまで、一連の問題としてその功績大なりと、言わず語らずだと、あとは

水を得た魚になるかどうかと、こういう判断だけでしょう。違いますか。 

○議長（鈴木三津男君） 町長。 

○町長（大須賀一誠君） まことに残念でございます。そういうふうなとり方ばかりされて、

本人の人格というものを認めていただけないということがまことに残念でございますけ

れども、私はそんな気持ちは一切ございません。彼の人格形成、人格、それから行政に

対する意欲、そういうものを非常に勝っておりまして、今回のこういう人事をさせてい

ただくということでございますので、改めてまたよろしくお願いをしたいと思っており

ます。 

○議長（鈴木三津男君） １４番、伊藤君。 

○14番（伊藤宗次君） 本人の人格云々というところに至る以前の問題として、本人の人格

がどこにあるとかこうだとかということではなくて、あなたの言葉をかりれば、極めて

残念な指摘を私がしなければならん。私から指摘を受けて、極めて残念だと、全くその

言葉をあなたに返したい。あなた自身、町民の有権者の審判を得て、幸田町という自治

体の首長になられた。なられたときに、みずから振り返ってこれからどうするかと言っ

たときに、批判は全部受けて立つとは申しません。それは、利にかなうものかなわない

もの、いろいろございましょう。それは取捨選択されてしかるべきです。しかし、おの

れの胸に聞いてみて、そういう批判や指摘が当を得とるかなと、思ったとしても口には

出さん。口には出さないけれども、後々の行動の中に示されてこなければ、何を学んで

きたんだということになるんですよね。 

   あなたも町長の就任の日に、いや６カ月間は長かったと、やっと古巣に会えてと、こ

ういう、それはいいですが、私に言わせれば、じゃあ６カ月間、町長選挙に絡めた運動

をやられて、人間が一回り大きくなったのか、それとも選挙をやって人が悪くなっちゃ

ったなと、こういう思いを持たれるかどうかはこれからですよということなんです。 

   これからですが、その試金石として副町長が論功行賞であり、以心伝心であり、魚心

あらば水心という人選ではなかったのかということを申し上げておるんです。 

○議長（鈴木三津男君） 町長。 

○町長（大須賀一誠君） もう何度も申し上げますけれども、私はそのような意図は全然ご

ざいません。論功行賞というのは、どういう意味から出てきているのかよくわかりませ

んけれども、私は誠心誠意を持って成瀬 敦氏を私の副町長として幸田町発展のために

必ずや努力してくれるということを確信いたして今回お願いしているわけでございます

ので、その点を十分に御理解をいただきたいと思います。 

○議長（鈴木三津男君） １４番、伊藤君の質疑は終わりました。 

   ほかにございませんか。 

   １２番、内田君。 

○12番（内田 等君） この８月の選挙において大須賀新町長が誕生したわけでありますけ
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れども、まずもって当選、おめでとうと、こういうふうに思います。これから町の行財

政、非常に大変かと思いますが、全力を挙げてやっていただきたいと思っております。 

   先ほど伊藤議員からも質疑があったわけでありますけれども、この９月３日の議会運

営委員会でも、私は総務部長がおられたから、総務部長にも言ったんですが、この時点

でなぜこの議案についての人事案件、ほかの人事案件は皆名前も出ておったんですが、

ただ副町長の部分だけが出ていなかったと、なぜだと言ったら、慎重に検討をしておる

と、こういうことであったわけでありますが、きょうこの名前を知ったのが、事実、議

員各位も皆そうでしょうけれども、きょう初めて成瀬 敦氏ということで町長から提案

をされたわけでありますが、しかしその時点、９月３日の時点では、もう一部では、今

度はこの人だよということがほぼというか、もう確定しておるという状況の中で、やは

り慎重にというなら、やはり我々もある程度事前に知るべきであろうなと。 

   この人事というのは、もうそんな１０日までという話でしたから、当然きょうまでに

という話だったんですが、本来でいけば、もう事前にはらは決められておられたと思う

んです。ということは、もう１週間前に私も聞いておりましたから、今度、副町長の選

任はこうだということを聞いておったわけでありますけれども、やはりそういった意味

からして、これからもこういう人事というのはあると思うんです。そういったときに、

やはり議案として出される以上、３日前には当然、土日を挟めば別ですが、議会運営委

員会というのは当然１週間前にはやっておるわけですから、その時点でやはり人事、こ

の人だということを提案されるべきだと思うんです。 

   今回、それがなかったわけで、本当に我々もきょう初めてこうだと、成瀬 敦副町長

をお願いしたいという議案が提案をされたわけでありますけれども、やはりそういった

ことはやっぱり私はどうしても納得がいかない。今までもそういうことがあったことは

ありましたよね、そういう人事案件については。ほかの議案はそんなことは絶対ないわ

けですが、人事というのは慎重を期するという意味で、そういうこともわからんわけで

はありません。しかし、ことこういう副町長というのは、本当にこれから町長を支える

と同時に我々幸田町全般を見ていく段階の中で、きょう出されて、この人がいいか悪い

かということを判断しろと言うんじゃ、余りにも我々議員の一人として非常に難しい判

断をせざるを得んなと、こんなことを思うわけですが、今後のことを踏まえながら、こ

ういう事態、いつどういうことがあるかはわかりませんけれども、そういうことについ

ての今後の対応について、どうでしょう。 

○議長（鈴木三津男君） 町長。 

○町長（大須賀一誠君） 先ほども伊藤議員にも申し上げましたように、以後につきまして

は、このようなことのないように、早期に決定する方向で進めてまいりたいと思ってお

りますので、よろしくお願いいたします。 

○議長（鈴木三津男君） １２番、内田君。 

○12番（内田 等君） 今後については十分対応をされるという答弁だったと思いますが、

本当にこういう重要な案件ですから、そういうものについては、十二分に、事前に我々

議会側にも提案をしていただくと、こういうのはもう当たり前の話だろうというふうに

思います。 
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   したがって、きょうはっきり町長はそうおっしゃったから、今後はこういうことはな

いだろうと私も確信をしておるわけでありますけれども、やはり先ほども同僚議員であ

る伊藤議員から指摘があったように、議会軽視だと言われても、私はやむを得ん部分は

あるなと、やはりそういったもの、議会なんかはどうでもいいんだと、当日提案でやれ

ばいいんだという、そういう認識を持っておられると、非常に私はちょっと情けないな

と、こんなことを思うわけで、どうかそういうところを踏まえて、今後は十分にそうい

うことを、今回のことを反省をしながらやっていただくということをお誓いできますか。 

○議長（鈴木三津男君） 町長。 

○町長（大須賀一誠君） そのような対応をさせていただきます。よろしくお願いいたしま

す。 

○議長（鈴木三津男君） １２番、内田君の質疑は終わりました。 

   ほかにございませんか。 

   １３番、丸山君。 

○13番（丸山千代子君） 既にここにいる議員の皆さんも９月早々には名前を聞いておった

よということをお聞きをしたわけでありますけれども、私もうわさでは聞いておりまし

たけれども、しかし実際はきょう初めて活字となって議案書として提出をされたわけで

ありまして、初めて知ったということでございます。 

   その前に、きのう部課長会議があったそうでございますけれども、この部課長会議の

中で町長のほうから成瀬 敦という名前が明らかにされたということでありますけれど

も、そうした点からすれば、先ほどの２人の議員が言われたように、議会軽視というこ

とにもなりかねない問題ではないかというふうに思うわけでありますけれども、その点

についていかがかお伺いしたいと思います。 

○議長（鈴木三津男君） 町長。 

○町長（大須賀一誠君） 昨日の部課長連絡会におきまして、今議会の提案をこのようにし

たいという話はさせていただきました。 

   その時点において、議会の皆さんに連絡するということはいたしませんでしたけれど

も、一応、そういう本人の退職が出ておるということでの報告だけはさせていただきま

した。 

○議長（鈴木三津男君） １３番、丸山君。 

○13番（丸山千代子君） こうした議案が差しかえる、そういう場合について言えば、速や

かに届けるというふうになっておりますよね。 

   部課長会議で明らかにされるならば、昨日までに議案を配付してしかるべきではなか

ったかというふうに思いますけれども、その点についてはいかがでしょうか。 

○議長（鈴木三津男君） 町長。 

○町長（大須賀一誠君） そのように考えて、早々に対処する方法もあったかと思います。

現実には事後になって大変申しわけないと思いますけれども、御了承いただきたいと思

います。 

○議長（鈴木三津男君） １３番、丸山君。 

○13番（丸山千代子君） 次に、副町長の権限についてお伺いしたいというふうに思います。 
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   地方自治法が改正をされまして、助役から副町長ということで変わってまいりました。

その中で、この副町長の権限についても、それまでの助役と違って拡大がされたという

ことでございますが、御自身が副町長を経験をされ、そしてその権限についてどのよう

に拡大され、またそれをどう行使してこられたのか、その点についてお伺いをしたいと

いうふうに思います。 

○議長（鈴木三津男君） 町長。 

○町長（大須賀一誠君） 私が助役、副町長になった段階におきましては、近藤町長は現状

のままということで、規則改正等はされないで、私に権限を与えていただく場もござい

ません。そういうことで今まで来ておりますけれども、私は規則改正するかしないかは

今後の問題としまして、ある程度、内部の権限はかなり、部課長ともどもそうですけれ

ども、何でもかんでも町長、町長が判断するというんじゃなくて、その責任の所在を持

った部長・課長がおるわけでありまして、組織を動かすためには、その長が責任を持っ

て当たるようにということで私は就任の冒頭に部課長にも申し上げておりますとおり、

副町長におきましても、規則を改正するかしないかはまだちょっとよく考えたいと思い

ますけれども、内部を統括する責任者としての責任というものを持っていただくような

方法で現在は考えております。 

○議長（鈴木三津男君） １３番、丸山君。 

○13番（丸山千代子君） この副町長に権限についての問題でありますけれども、助役から

副町長に変わったときに、今まで与えられていなかった権限が拡大をされてきた、この

内容について御披露いただきたい。 

○議長（鈴木三津男君） 町長。 

○町長（大須賀一誠君） 権限は拡大といいますか、今のところは、まだ先ほど申し上げた

ように、内部をよく見て、それをどうして規則で改正していこうかというようなことで

ありますけれども、要するに人事案件から内部の財政、そのような問題等も、どの程度

責任を持たせるかについては、よく今から検討をして考えていきたいなというふうに思

っております。 

○議長（鈴木三津男君） １３番、丸山君。 

○13番（丸山千代子君） 提案説明の折に、町長は、今まで総務関係を２５年間歩いてきて、

その内容にたけているということをおっしゃったわけでありまして、そうした点から、

今度の人事の関係で言えば、若手の登用という形で、一面期待される部分というのもあ

るかという見方もございますし、そうした点からすれば、やはり今までどおり単なる補

佐役としてだけではなくて、この副町長に対する期待感というものもまたあろうかとい

うふうに思いますが、そうした点から、みずからが副町長として歩いてこられた、その

立場に立って、この副町長の人事、また権限の内容について、やはりもう少し前進をさ

せていく、そういう考え方に立たれるのかどうか、重ねて伺いたいというふうに思いま

す。 

○議長（鈴木三津男君） 町長。 

○町長（大須賀一誠君） 私の現職のときと私の味わってきた内容を新しい副町長には十分

調整しながら、例えば一つの大きな、例えば私が掲げておりますようなＩＴだとか事業
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仕分けのＰＴといいますか、プロジェクトチーム等々のそういう責任者をやってもらい

ながらというような、そういう考え方も今持っております。そういう一つの大きなＰＴ

を動かしていただく責任者としてやってもらうとか、新たに一歩踏み出て、従来私がや

っていて、私も反省するところについては、新しい副町長に任せていきたいと思ってお

ります。 

○議長（鈴木三津男君） 以上で、第３４号議案の質疑を打ち切ります。 

   次に、第３５号議案の質疑を許します。 

   １４番、伊藤君。 

○14番（伊藤宗次君） この固定資産評価員ということですが、地方税法では、「町長の指

揮を受けて固定資産を適正に評価し、かつ市町村長が行う評価の決定を補佐する」、そ

ういう補佐をすることによるということで、「固定資産の評価に関する知識及び経験を

有する者」と、こういうのが地方税法の定めでございますよね。 

   この案件も、きょう、議案の差しかえがあって、きょうの９時前までは白紙で議員の

ほうに出されておった議案ですよね。それが副町長の選任議案とセットとして、ここに

白紙であったところに評価員として成瀬 敦氏と、こういう名前が出てくるわけですよ

ね。 

   そうすると、素直な気持ちで考えると、いろいろ地方税はああせよこうせよと、こう

いう要件がありますよと、こういうことがあるわけだけれども、幸田町の場合はそうい

うことは全く関係ないと。あなたもそうだったと、あなたもそうだったし、幸田町の歴

代の固定資産の評価員はすべて指定席だと。その人の経験があるとか学識を有するとか

いうことは全く関係なくて、要は、助役の席に着き、副町長の席に着いた者は、指定席

として固定資産評価員になる。固定資産評価員とは、そんなものか。 

   指定席だよという点で、間違いございませんね。 

○議長（鈴木三津男君） 町長。 

○町長（大須賀一誠君） 指定席とおっしゃれば、歴代の大浦町長初め歴代の助役がその任

に当たってきたことは間違いございません。 

○議長（鈴木三津男君） １４番、伊藤君。 

○14番（伊藤宗次君） 要は、私が指定席だなと言ったことに対して、指定席だという指摘

がされれば、指定席だよと、こういうことをあなたは今答弁で認めたということなんで

すよね。 

   そうすると、先ほど申し上げた地方税法の４０４条、適正に評価し、市町村長が行う

価格の決定を補助する。しかも、固定資産の評価に関する知識及び経験を有する者のう

ちからというものは全く関係ない。飾り文句に過ぎん。 

   どういう経歴があろうと、どういう学識を有するか、有しないかは、全く場違いの話。

要は、副町長に選任された者については、次は指定席として評価員の席が用意されてあ

りますよと、この程度の認識ですよね。その程度の職務だと、そういうふうに断定して

よろしいですな。 

○議長（鈴木三津男君） 町長。 

○町長（大須賀一誠君） 歴代の助役、副町長がこういう形で務めてきたわけでありますけ
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れども、要は、固定資産の評価長として評価の内容を町長に伝える、こういう評価をし

ましたということで町長に伝える、その職務だということで、一番それが適任であろう

ということで今までこういう流れがあったんだろうというふうに思っております。それ

が悪いというふうに私は思っておりません。そのような形で、十分に精査がされて、町

長に対して評価したものを、このように評価しましたということでのお伝えをするわけ

ですから、公平な立場でその職務を遂行するということでいきたいというふうに思って

おります。 

○議長（鈴木三津男君） １４番、伊藤君。 

○14番（伊藤宗次君） つまり、歴代の助役、あるいは副町長、すべからくみんな指定席に

座ってきたと。つまり、あなたが所信表明の中で述べておった前例踏襲は排除すると、

前例踏襲とは何も変わらんことだよと、そんなことは私は今後４年間やっていきません

よと、こういうのが所信表明の中の言葉にあらわれている。あらわれているけれども、

やってきたことで、今、どうだと言ったら、歴代みんな助役がなってきたがや、副町長

がやってきたがや。つまり、前例踏襲をすることによって、何の変化もないと。地方税

法がどういう形で何を求めようと、そんなことは関係ねえと、指定席切符のところで指

定席の切符を持った成瀬 敦氏が指定席に座るだけの話ですよと、こういうことですよ

ね、結論は。 

○議長（鈴木三津男君） 町長。 

○町長（大須賀一誠君） 幾らお話ししても尽きない形かと思います。 

   私は前例踏襲と言っても、いいものと悪いものといろいろあるかと思います、前例踏

襲にもですね。現在のこの方法が一番ベターであろうということでの内容でございます

ので、ひとつよろしくお願いをしたいと思います。 

○議長（鈴木三津男君） １４番、伊藤君の質疑は終わりました。 

   ほかにございませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（鈴木三津男君） 以上で、第３５号議案の質疑を打ち切ります。 

   次に、第３６号議案の質疑を許します。 

（「なし」の声あり） 

○議長（鈴木三津男君） 以上で、第３６号議案の質疑を打ち切ります。 

   次に、承認第１号の質疑を許します。 

（「なし」の声あり） 

○議長（鈴木三津男君） 以上で、承認第１号の質疑を打ち切ります。 

   これをもって質疑を終結いたします。 

   ここで、委員会付託の省略についてお諮りいたします。 

   ただいま議題となっております議案を会議規則第３９条第３項の規定により、委員会

への付託を省略したいと思います。これに御異議ございませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（鈴木三津男君） 御異議なしと認めます。 

   よって、ただいま議題となっております議案は、委員会への付託を省略することに決
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定いたしました。 

   これより、ただいま議題となっています４件について討論に入ります。 

   まず、原案反対の方の発言を許します。 

   反対討論ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（鈴木三津男君） 反対討論なしと認め、反対討論を打ち切ります。 

   次に、原案賛成の方の発言を許します。 

   賛成討論ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（鈴木三津男君） 賛成討論なしと認め、賛成討論を打ち切ります。 

   これをもって討論を終結いたします。 

   これより採決いたします。 

   採決の方法は、起立により行います。 

   まず、第３４号議案 副町長の選任についてを原案どおり同意するに賛成の諸君の起

立を求めます。 

〔賛成者起立〕 

○議長（鈴木三津男君） 着席願います。 

   起立全員であります。 

   よって、第３４号議案は、原案どおり同意されました。 

   次に、第３５号議案 幸田町固定資産評価員の選任についてを原案どおり同意するに

賛成の諸君の起立を求めます。 

〔賛成者起立〕 

○議長（鈴木三津男君） 着席願います。 

   起立全員であります。 

   よって、第３５号議案は、原案どおり同意されました。 

   次に、第３６号議案 教育委員会委員の任命についてを原案どおり同意するに賛成の

諸君の起立を求めます。 

〔賛成者起立〕 

○議長（鈴木三津男君） 着席願います。 

   起立全員であります。 

   よって、第３６号議案は、原案どおり同意されました。 

   次に、承認第１号 幸田町固定資産評価審査委員会の委員の選任についてを原案どお

り承認するに賛成の諸君の起立を求めます。 

〔賛成者起立〕 

○議長（鈴木三津男君） 着席願います。 

   起立全員であります。 

   よって、承認第１号は、原案どおり承認されました。 

   ここで、暫時休憩といたします。 

                             休憩 午前１０時４０分 
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─────────────── 

                             再開 午前１０時４３分 

○議長（鈴木三津男君） 休憩前に引き続き、会議を開きます。 

   ここで、途中ではありますが、１０分間休憩といたします。 

                             休憩 午前１０時４４分 

─────────────── 

                             再開 午前１０時５４分 

○議長（鈴木三津男君） 休憩前に引き続き、会議を再開いたします。 

   ここで、総務部長からの発言の申し出がありましたので、発言を許します。 

   総務部長。 

〔総務部長 新家道雄君 登壇〕 

○総務部長（新家道雄君） 冒頭に配付いたしました資料、幸田町決算審査意見書の中身に

おきまして一部訂正箇所がございましたので、意見報告前に差しかえをさせていただき

ます。よろしくお願いいたします。 

〔総務部長 新家道雄君 降壇〕 

──────────────○─────────────── 

  日程第９ 

○議長（鈴木三津男君） 日程第９、第３７号議案から認定第１０号までの２３件を一括議

題といたします。 

   朗読は省略し、理事者に提案理由の説明を求めます。 

   町長。 

〔町長 大須賀一誠君 登壇〕 

○町長（大須賀一誠君） それでは、単行議案の第３７号議案から第４０号議案までの４件

について、提案の理由を説明させていただきます。 

   まず、第３７号議案について、お願いをいたします。議案書の１３ページをお開きい

ただきたいと思います。 

   幸田町職員の給与に関する条例等の一部改正についてでございます。 

   提案理由といたしましては、一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法

律の施行に伴い、必要があるからであります。 

   １４ページをお開きください。 

   改正の内容につきましては、第１条 幸田町職員の給与に関する条例の一部改正であ

ります。 

   一月の時間外勤務時間数が６０時間を超えた場合、超えた分につき、その時間外手当

に１００分の２５相当分を加算するというものでございます。 

   第２条は、幸田町職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正であります。 

   前条の加算分については、手当に変えて代休時間として取得することも可能となるも

のであります。 

   なお、代休時間として取得するには、６０時間を超える１６時間単位をもって半日の

代休時間に変えることができるものであります。 
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   第３条は、幸田町職員団体のための職員の行為の制限の特例に関する条例の一部改正

でございます。 

   今回の改正によって取得する代休時間については、職員団体等の活動制限の対象外と

なるものであります。 

   議案関係資料につきましては、１７ページから２２ページであります。御参照いただ

きたいと思います。 

   次に、第３８号議案について説明をいたします。 

   １７ページをお開きください。 

   幸田町消防団員等公務災害補償条例の一部改正についてでございます。 

   提案理由といたしましては、児童扶養手当法の一部を改正する法律の施行に伴い、必

要があるからであります。 

   １８ページをお願いいたします。 

   改正の内容につきましては、父子家庭を新たに支給対象とするために児童扶養手当法

の一部を改正する法律により、他の給付との調整を図るための同法第４条第２項が改正

されることに伴い、幸田町消防団員等公務災害補償条例の附則第５条第７項第１項中

「若しくは第４号」を「、第５号若しくは第１０号」に改め、同項第２号中「第４条第

２項第３号」の次に「、第８号、第９号又は第１３号」を加えるものでございます。 

   附則におきましては、同日施行期日を公布の日からとするものであります。平成２２

年８月１日からの遡及適用をお願いするものでございます。 

   なお、議案関係資料につきましては、２３ページから２４ページでございます。御参

照いただきたいと思います。 

   次に、第３９号議案について説明をいたします。 

   １９ページをお開きいただきたいと思います。幸田町火災予防条例の一部改正につい

てであります。 

   提案の理由といたしましては、住宅用防災機器の設置及び維持に関する条例の制定に

関する基準を定める省令の一部を改正する省令の施行に伴い、必要があるからでありま

す。 

   ２０ページをお願いいたします。 

   改正の内容につきましては、幸田町火災予防条例第２９条の５に１号を加えるもので

あります。 

   追加する６号につきましては、複合型居住施設用自動火災報知設備が実用化等、一定

の進捗が見られたことにより、複合型居住施設に設置された場合、必要とされる防火安

全性能を確保できることとなり、住宅用防災警報器、または住宅用防災報知設備の設置

を免除できる規定が追加されたものでございます。 

   附則におきましては、施行期日を平成２２年１２月１日からとするものでございます。 

   議案関係資料につきましては、２５ページから２６ページでございます。御参照くだ

さい。 

   次に、第４０号議案について説明をいたします。幸田町国民健康保険条例の一部改正

についてでございます。 
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   ２１ページをお開きください。 

   提案の理由といたしましては、医療保険制度の安定的運営を図るための国民健康保険

法等の一部を改正する法律の施行に伴い、必要があるからであります。 

   ２２ページをお開きください。 

   改正の内容といたしましては、医療保険制度の安定的運営を図るための国民健康保険

法等の一部を改正する法律の改正に伴い、引用条項の整理をするものでございます。 

   第８条中「第７２条の５」を「第７２条の４」に改めるものでございます。 

   附則におきましては、施行期日を公布の日からとするものでございます。 

   議案関係資料につきましては、２７ページから２８ページでございますので、御参照

いただくようにお願いいたします。 

   続きまして、補正予算関係について説明をいたします。 

   別冊となっております補正予算関係をごらんください。 

   初めに、第４１号議案 平成２２年度幸田町一般会計補正予算（第２号）についてで

ございます。 

   補正予算書１ページをお開きください。 

   第１条、歳入歳出予算の補正でありますが、歳入歳出それぞれ９,００３万４,０００

円を追加し、歳入歳出の予算総額を歳入歳出それぞれ１２７億４,００３万４,０００円

とするものであります。 

   また、第２条、地方債補正につきましては、道路改築事業、道路整備事業及び高規格

救急車整備事業の３事業合計３,４００万円の起債の借り入れを取りやめることをお願

いするものでございます。 

   それでは、主な補正内容を説明させていただきます。 

   まず、歳入につきまして、補正予算説明書８ページをお開きください。 

   １０款町税では、個人所得割において、経済不況による大幅な減収を見込んでおりま

したが、減少幅が予想を下回ったため、２億円を追加するものであります。 

   ３３款の地方特例交付金は、交付額の決定により、減収補てん特例交付金等を追加す

るものであります。 

   次に、６０款の県支出金につきましては、国際化推進や公園整備に対する県補助金を

追加いたしました。 

   ７０款寄附金は、坂崎小学校・幸田小学校及び幸田中学校に対する指定寄附金を追加

するものであります。 

   次に、１０ページをごらんください。 

   ７５款繰入金につきましては、後期高齢者医療特別会計からの繰入金を追加し、財政

調整基金の繰り入れの減額で全体の調整をするものであります。 

   ８０款繰越金につきましては、予算現額に対し４億５１２万１,０００円の消化とな

りましたので、その全額を追加するものであります。 

   ９０款町債につきましては、道路改築事業１,１００万円、道路整備事業９００万円

及び高規格救急車整備事業１,４００万円について、起債の借り入れを取りやめるもの

であります。 
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   続きまして、歳出について説明をさせていただきます。 

   １２ページをお開きください。 

   まず、１５款総務費、２０款民生費において、人件費の補正をお願いしておりますが、

内容としましては、１８ページの給与費明細書のとおり、人事異動等に伴うものが主な

ものとなっております。 

   １２ページにお戻りいただき、総務管理費において、国際化推進事業でフレンドシッ

プ関連の委託料を追加するものであります。 

   次に、２０款民生費ですが、社会福祉費において福祉行政の充実を目指し、福祉施設

整備基金へ３,０００万円の積み立てと、後期高齢者医療給付費の前年度精算分の負担

金を追加するものであります。 

   次に、１４ページをお開きください。 

   ２５款の衛生費につきましては、女性特有がん検診国庫補助金の前年度精算分の還付

金を新規計上し、その他、産休代替の臨時職員賃金を追加するものであります。 

   次に、３５款の農林水産業費につきましては、農地費において農業集落排水事業特別

会計繰出金の減額をするものであります。 

   次に、４５款の土木費につきましては、道路橋梁費で広田川改修関連用地購入費と生

活道路整備工事費を追加するものであります。 

   また、都市計画費では、幸田駅前土地区画整理事業特別会計及び下水道事業特別会計

への繰出金の減額と、次ページをお開きください。公園一般事業で相見地区の公園工事

費等を追加するものであります。 

   次に、５５款教育費につきましては、坂崎小学校・幸田小学校・幸田中学校に寄附金

をいただきましたので、図書及び本棚等の備品の購入を追加するものであります。 

   ７０款の諸支出金につきましては、土地取得特別会計への繰出金を追加するものであ

ります。 

   次に、４ページにお戻りいただきたいと思います。 

   第２条の地方債の補正でありますが、道路改築事業１,１００万円と道路整備事業９

００万円及び高規格救急車整備事業１,４００万円の借り入れにつきまして、公債費比

率を少しでも減少させるため、取りやめるものであります。 

   以上が、平成２２年度幸田町一般会計補正予算（第２号）の概要でございます。 

   次に、第４２号議案 平成２２年度幸田町土地取得特別会計補正予算（第１号）でご

ざいます。 

   補正予算書の１９ページでございます。 

   歳入歳出それぞれ５７５万２,０００円を追加し、歳入歳出の予算総額を歳入歳出そ

れぞれ２億５,７５４万４,０００円とするものであります。 

   補正予算説明書は、２６ページをお開きください。 

   歳入につきましては、一般会計から繰入金２,５９７万６,０００円と前年度繰越金２,

４７７万６,０００円を追加し、歳出につきましては、２８ページのとおり、ハッピネ

ス・ヒル・幸田代替用地購入のため５,０７５万２,０００円を追加するものであります。 

   次、第４３号議案でございます。平成２２年度幸田町国民健康保険特別会計補正予算
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（第１号）についてであります。 

   補正予算書の３１ページでございます。 

   歳入歳出それぞれ２１６万円を減額し、歳入歳出の予算総額を歳入歳出それぞれ２９

億２,２４２万４,０００円とするものでございます。 

   補正予算説明書３８ページをお開きください。 

   歳入につきましては、療養給付費等交付金につきましては、過年度の精算交付金を追

加し、前年度事業実績に伴う精算等を前年度繰越金と基金繰入金の減額により調整をい

たしました。 

   歳出につきましては、補正予算説明書４０ページをお願いいたします。 

   介護納付金では、介護保険給付金額の確定により減額し、諸支出金では、前年度の精

算により国庫支出金と還付金を追加いたしました。 

   続きまして、第４４号議案 平成２２年度幸田町老人保健特別会計補正予算（第１

号）についてでございます。 

   補正予算書の４３ページをお願いいたします。 

   歳入歳出それぞれ１９７万７,０００円を追加し、歳入歳出の予算総額を歳入歳出そ

れぞれ４３３万２,０００円とするものであります。 

   補正予算説明書５０ページをお願いいたします。 

   歳入につきましては、前年度繰越金の追加のみであり、歳出につきましては、補正予

算書５２ページをお開きください。諸支出金において、過年度精算により国・県負担金

等の償還金・還付金を追加するものであります。 

   続きまして、第４５号議案 平成２２年度幸田町後期高齢者医療特別会計補正予算

（第１号）でございます。 

   補正予算書の５５ページでございます。 

   歳入歳出それぞれ８８万７,０００円を追加し、歳入歳出の予算総額を歳入歳出それ

ぞれ２億７,１４３万１,０００円とするものであります。 

   補正予算説明書６２ページをお開きください。 

   歳入につきましては、前年度繰越金の追加のみであり、歳出につきましては、６４ペ

ージのとおり、一般会計の繰出金を歳入と同額追加し、調整をいたしております。 

   続きまして、第４６号議案 平成２２年度幸田町介護保険特別会計補正予算（第１

号）でございます。 

   補正予算書の６７ページでございます。 

   歳入歳出それぞれ２,５８５万８,０００円を追加し、歳入歳出の予算総額を歳入歳出

それぞれ１３億７６２万７,０００円とするものであります。 

   補正予算説明書７４ページをお願いいたします。 

   歳入につきましては、支払基金交付金と県支出金の過年度分の精算交付金及び前年度

繰越金を追加するものであります。 

   歳出につきましては、補正予算説明書７６ページをお願いいたします。 

   諸支出金では、過年度精算により国庫支出金等の返還金を追加し、基金積立金の追加

により全体の調整をするものでございます。 
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   続きまして、第４７号議案 平成２２年度幸田町幸田駅前土地区画整理事業特別会計

補正予算（第１号）でございます。 

   補正予算書７９ページをお願いいたします。補正予算説明書につきましては、８２ペ

ージをごらんいただきたいと思います。 

   今回の補正は歳入のみでありまして、歳入歳出の予算総額に変更はありません。補正

の内容といたしまして、前年度繰越金７３０万４,０００円の追加により、一般会計か

らの繰入金を同額の７３０万４,０００円減額するものでございます。 

   次に、第４８号議案 平成２２年度幸田町農業集落排水事業特別会計補正予算（第１

号）でございます。 

   補正予算書８５ページでございます。補正予算説明書につきましては、８８ページを

お開きください。 

   今回の補正は歳入のみであり、歳入歳出の予算総額に変更はございません。補正の内

容といたしまして、前年度の繰越金７６９万２,０００円の追加によりまして、一般会

計からの繰入金を同額の７６９万２,０００円減額するものでございます。 

   続きまして、第４９号議案 平成２２年度幸田町下水道事業特別会計補正予算（第１

号）でございます。 

   補正予算書９１ページ、補正予算説明書につきましては、９４ページをごらんくださ

い。 

   今回の補正は歳入のみでございまして、歳入歳出の予算総額に変更はございません。

補正の内容といたしましては、前年度の繰越金１,０４６万８,０００円の追加により、

一般会計からの繰入金を同額の１,０４６万８,０００円減額するものでございます。 

   次に、認定第１号から認定第１０号までの決算認定について、地方自治法第２３３条

第３項及び地方公営企業法第３０条第４項の規定により、本議会の認定に付すものでご

ざいます。 

   一般会計から順次説明を申し上げますので、別冊の「平成２１年度各会計決算書」及

び「平成２１年度決算に係る主要な施策の成果の説明書」をごらんいただきたいと思い

ます。 

   まず、認定第１号 平成２１年度幸田町一般会計歳入歳出決算についてでございます。

詳細につきましては、決算書及び主要な施策の成果の説明書のとおりでございます。 

   決算書１８２ページをお開きください。 

   歳入決算総額１４６億４,０１２万５,０００円、歳出決算総額１３９億１,０４１万

５,０００円で、差引額７億２,９７１万円となりました。 

   ２１年度においては、繰越明許費による翌年度へ繰り越すべき財源が１,８５８万９,

０００円でありましたので、実質収支額につきましては、７億１,１１２万１,０００円

となっております。 

   決算額の増減の大きな費目について説明をさせていただきます。 

   初めに、歳入でございますが、決算書の１８ページから７１ページ及び成果の説明書

の２１ページからごらんください。 

   平成２１年度の税収の総額は、８０億１,２４８万２,０００円で、前年度比６億７,
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６６７万２,０００円、７.８％の減収となっております。 

   １０款町税では、町民税個人分はほぼ前年並みでしたが、法人分については、自動車

関連企業を初めとする主要企業が軒並み業績不振となり、前年度比１２億４,０７９万

１,０００円の大幅な減となりました。町民税全体では２６億５,５０２万４,０００円

で、前年度比１２億５,２５２万８,０００円、３２.１％の減収となりました。 

   固定資産税につきましては、評価がえに伴う土地・家屋分の減があったものの、大規

模償却資産に係る課税権が県から町へ移行したことにより、固定資産税全体では４７億

８,４８７万４,０００円で、前年度比６億７９６万３,０００円、１４.６％の増となり

ました。 

   その他、軽自動車税、たばこ税、入湯税、都市計画税において、総額で５億７,２５

８万４,０００円となり、３,２１０万７,０００円の減となっております。 

   次に、１５款の地方譲与税につきましては、道路特定財源の一般財源化に伴い名称変

更があり、１億４,９０３万３,０００円で、ほぼ前年並みとなりました。 

   ２０款の利子割交付金、２１款配当割交付金、２２款株式等譲渡所得割交付金につき

ましては、景気低迷により交付額は総額で４,０１０万２,０００円となり、５９０万１,

０００円の減で回復いたしませんでした。 

   ２３款地方消費税交付金は、３億８,９０５万５,０００円で、６.６％の増、２５款

ゴルフ場利用税交付金は、２,３５３万円で、ほぼ前年並みとなりました。 

   ３０款自動車取得税交付金は、減税等により８,３９３万２,０００円で、３８.４％

の減となり、３３款地方特例交付金につきましては、自動車取得税交付金の減税分が補

てんされたことにより１億３,９１３万３,０００円となり、前年に比べ１４％の増とな

っております。 

   次に、３５款の地方交付税は、全額が特別交付税で、頑張る地方応援プログラム関連

及び急激な税収の減に対する補てんにより、３,６１８万１,０００円が交付されました。 

   ４０款の交通安全対策特別交付金は、６０９万２,０００円で、ほぼ前年並みとなり

ました。 

   ４５款の分担金及び負担金につきましては、保育料保護者負担金と老人保護施設入所

に係る本人及び扶養義務者負担金が主なもので、２億８４７万３,０００円で、ほぼ前

年並みとなりました。 

   ５０款使用料及び手数料につきましては、じん芥処理手数料、公営住宅使用料、駐車

場使用料が主なもので、２億２,３８１万２,０００円で、ほぼ前年並みとなりました。 

   ５５款国庫支出金につきましては、１３億１,０６６万８,０００円で、前年度比９

１％の大幅な増となりました。 

   主な要因としましては、緊急経済対策関連として、定額給付金事業や子育て応援特別

手当事業、公共投資臨時交付金等の補助金が新設されたことや、新駅関連の都市交通シ

ステム整備事業補助金やパークアンドライド事業関連の都市計画費補助金の増加による

ものでございます。 

   ６０款県支出金につきましては、４億８,４５８万３,０００円で、１２.２％の減と

なりました。 
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   主な要因は、農林水産業費補助金で、道の駅等の建設事業完了による減額によるもの

であります。 

   ６５款財産収入につきましては、７,８５９万３,０００円で、土地の貸し付け、基金

の利子、不動産の売り払いが主なものであります。 

   ７０款寄附金１,１５８万５,０００円、障害者福祉や文化振興等のための指定寄附採

納分でございます。 

   ７５款繰入金は、２億３,１６２万７,０００円で、前年度比６２２.５％の大幅な増

加となりました。 

   その要因といたしましては、新駅設置事業が本格化し、都市施設整備基金から繰り入

れがあったためであります。 

   ８０款繰越金は、５億９,９６４万８,０００円となり、前年度比２億２,５５２万５,

０００円の減となりました。 

   ８５款諸収入につきましては、預託回収金、保育所、小・中学校の給食費実費徴収金

などの他の費目に属さない収入金ですが、総額で４億２,９５３万６,０００円となり、

前年度比２.８％の増となっております。 

   最後に、９０款町債は、２１億８,２００万円で、４億４,４１０万円の増となりまし

た。 

   これは、幸田中央公園整備事業を初め（仮称）相見駅周辺開発整備事業、救助工作車

整備事業及び学校給食センター移転改築事業のための借り入れと景気の低迷の長期化に

備え、減収補てん債及び臨時財政対策債の借り入れを行ったことによるものでございま

す。 

   次に、歳出について、主なものを説明申し上げます。 

   歳出につきましては、その概要は性質別に説明をさせていただきますので、主な施策

の成果の説明書１４、１５ページをごらんいただきたいと思います。 

   まず、性質別の義務的経費でありますが、人件費は全体で２８億４,１３０万１,００

０円となり、２.２％の減でございました。これは、期末・勤勉手当や地域手当など、

職員給の減等によるものでございます。 

   扶助費につきましては、８億８,７５７万５,０００円で、２.２％の増、公債費は１

０億３,３３１万８,０００円で、１.５％の減となりました。 

   次に、物件費は、１８億５,７３１万７,０００円となり、３.９％の減となりました。

これは、税務システム改修費等の減が主な要因でございます。 

   維持補修費につきましては、大規模修繕がなく、１億６,２０２万１,０００円で、１

５.５％の減となりました。 

   次に、補助費等につきましては、定額給付金給付事業５億５,７７４万３,０００円や

法人町民税の還付金２億９,４８１万９,０００円の増等、経済危機による臨時的な支出

により２２億４９５万２,０００円で、６９.８％の大幅な増となりました。 

   積立金は、１５億８,１００万９,０００円、２８.９％の増となりました。これは、

財政調整基金を１５億６,４１６万７,０００円積み立てし、不況の長期化に備え、財政

の健全性の確保のため積み立てを実施したものでございます。 
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   普通建設事業におきましては、２１億３,４７６万８,０００円で、前年度に比べ２２.

３％、６億１,３６７万９,０００円の減となりました。 

   主なものとしましては、国庫補助事業分として、新駅周辺整備、給食センターの移転

改築、新駅及び自由通路設置、野場横落線等道路整備事業を実施することができました。

また、国庫補助事業以外の単独事業では、町民会館の借地解消、障害者地域活動支援セ

ンターの建設、救助工作車の更新、生活道路の整備事業等を実施いたしました。 

   災害復旧費につきましては、前年度は８月末豪雨による大きな被害がありましたが、

本年度は台風１８号による倒木等の被害が主なものとなり、１,１５３万５,０００円で、

９１.９％の大幅な減となりました。 

   なお、平成２１年度におきましては、中央小学校体育館改築事業を初め９事業で総額

５億４,５０３万８,０００円を次年度へ繰越明許いたしました。 

   最後に、財政指標について説明いたします。 

   主な施策の成果の説明書の１８ページをお願いいたします。 

   まず、単年度の財政力指数ですが、法人町民税の減少により１.５１から１.４７とな

り、０.０４ポイントの低下となりました。経常収支比率につきましては、７５％から

７１.６％となり、３.４ポイントの減少となりました。 

   この減となった要因としましては、分子である経常経費充当一般財源が人件費、物件

費等の歳出削減により減少し、分母は税収が大きく落ち込みましたが、減収補てん債等

の借り入れをそれ以上行ったため、結果的に分母が増となり、数値が改善されたもので

あります。借り入れを除けば、実質的には悪化している状況でございます。 

   公債費比率は、１１.３％から１０.５％と、０.８ポイントの減少となりました。こ

れは、幸田中学校校舎建設事業の元利償還完了等によるものでございます。 

   以上が一般会計の決算概要でございます。 

   続きまして、特別会計について順次説明を申し上げたいと思います。 

   認定第２号 平成２１年度幸田町土地取得特別会計歳入歳出決算認定について御説明

いたします。 

   決算書の１８５ページから２０４ページ並びに主要な施策の成果の説明書は１２５ペ

ージからをごらんください。 

   歳入決算総額４億６,０７８万４,０００円、歳出決算総額４億３,６００万７,０００

円で、差引額２,４７７万７,０００円でございます。 

   歳入といたしましては、幸田中央公園用地及び深溝運動公園用地の一般会計への売り

払い収入４億４,２０５万３,０００円が主なものでございます。その他としては、大草

地内の遊休用地売り払い等で、前年度比１.３％の増となりました。 

   歳出といたしましては、町道用地等の先行取得により３,４７８万４,０００円と公債

費は３億６,６０７万１,０００円で、幸田中央公園の元金及び利子の償還が主なもので

あります。その他としましては、基金利子を土地開発基金へ繰り出したものでございま

す。 

   次に、認定第３号 平成２１年度幸田町国民健康保険特別会計歳入歳出決算認定でご

ざいます。 
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   決算書２０７ページから２５４ページ並びに主要な施策の成果の説明書１３９ページ

ページからをごらんください。 

   歳入決算総額２６億７,０４４万４,０００円、歳出決算総額２６億２,４６６万９,０

００円で、差引額４,５７７万５,０００円でございます。 

   歳入につきましては、５年間据え置いていました保険税率の改正により、国民健康保

険税は８.４％の増となりました。国庫支出金の減等により、歳入総額は３,１０９万２,

０００円、１.２％の減少となりました。 

   歳出につきましては、療養給付費等の増加がありましたが、総務費でシステム改修委

託料の減や政権移行による老人保健拠出金の減少により、歳出総額は２,３５８万４,０

００円、０.９％の減少となりました。 

   なお、平成２２年３月末の加入世帯数は４,５４６世帯で、前年度より７世帯増加し、

被保険者数は８,７８４人で、前年度より３人の減少となっております。 

   続きまして、認定第４号 平成２１年度幸田町老人保健特別会計歳入歳出決算認定で

ございます。 

   決算書２５７ページから２７８ページ並びに主要な施策の成果の説明書は、１５５ペ

ージからごらんいただきたいと思います。 

   平成２０年４月の後期高齢者医療制度の発足に伴い、制度が廃止となり、本年度は過

誤請求及び過去の請求漏れ医療費のみとなったために、決算額は大幅に減少し、歳入決

算総額は７３５万４,０００円、歳出決算総額は５３７万６,０００円で、差引額は１９

７万８,０００円となりました。 

   歳入の主な内訳は、国庫支出金４４１万１,０００円と医療給付費の調整に伴う返還

金等２３１万９,０００円となっており、歳入総額で前年度対比１億７,２７３万４,０

００円、９５.９％の大幅な減となりました。 

   一方、歳出といたしましては、支払基金交付金の過年度返還金１０３万５,０００円

と一般会計への繰出金３７９万１,０００円等となり、歳出総額で前年度比１億７,４３

３７万円、９７％の大幅な減となっております。 

   次に、認定第５号 平成２１年度幸田町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算認定に

ついてでございます。 

   決算書が２８１ページから３０４ページ並びに主要な施策の成果の説明書１６３ペー

ジからをごらんいただきたいと思います。 

   歳入の決算総額２億３,３９３万９,０００円、歳出決算総額が２億３,３０５万１,０

００円で、差引額は８８万８,０００円となりました。 

   歳入の主な内容は、被保険者の増により保険料が１億８,４２９万５,０００円、国庫

補助金１３４万４,０００円、保険基盤安定繰入金が３,３７９万８,０００円、広域連

合受託事業収入が５８２万２,０００円となり、歳入総額で前年度対比６４２万５,００

０円、２.８％の増となりました。 

   歳出といたしましては、一般事務費等の総務費が７５０万１,０００円、広域連合納

付金２億１,７５９万６,０００円、健康診査等保健事業５４４万１,０００円などとな

り、歳出総額で前年度対比７８０万８,０００円、３.５％の増となっております。 
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   次に、認定第６号 平成２１年度幸田町介護保険特別会計歳入歳出決算認定について

でございます。 

   決算書３０７ページから３４６ページ並びに主要な施策の成果の説明書は、１７１ペ

ージからごらんいただきたいと思います。 

   歳入決算総額は１２億２,９５３万４,０００円、歳出決算総額は１２億６６１万７,

０００円で、差引額は２,２９１万７,０００円となりました。 

   歳入の主な内訳は、第１号被保険者保険料が２億６,８７８万２,０００円、国・県支

出金及び社会保険診療報酬支払基金交付金の総額が７億５,２２０万２,０００円、前年

度からの繰越金が７７８万９,０００円、一般会計からの繰入金は１億８,０３３万７,

０００円となり、歳入総額で前年度対比４,０８５万８,０００円、３.３％の増となり

ました。 

   歳出といたしましては、介護給付費及び審査支払手数料で１１億３,００３万９,００

０円、要介護認定に係る経費として１,６１５万６,０００円、一般管理費、賦課徴収事

務合わせて１,２７６万１,０００円、地域支援事業費として３,３４９万円などとなり、

歳出総額で前年度対比４,５７３万円、３.９％の増となりました。 

   次に、認定第７号 平成２１年度幸田町幸田駅前土地区画整理事業特別会計歳入歳出

決算認定でございます。 

   決算書３６８ページをごらんください。 

   歳入決算総額は３億８,０４３万５,０００円、歳出決算総額は３億５,９５３万７,０

００円で、差引総額２,０８９万８,０００円となりました。 

   ２１年度におきましては、繰越明許費による翌年度へ繰り越すべき財源が１,３５９

万３,０００円ありましたので、実質収支額につきましては、７３０万５,０００円とな

りました。 

   歳入につきましては、決算書３４９ページから並びに主要な施策の成果の説明書は、

１８５ページからごらんをいただきたいと思います。 

   主な内訳は、都市計画道路整備に係る国・県支出金が１億９,６６８万円、一般会計

からの繰入金が９,７００万円、前年度繰越金が８７５万５,０００円、町債が７,８０

０万円となり、歳入総額で前年度対比１億５７０万９,０００円、３８.５％の増となり

ました。 

   歳出といたしましては、人件費を初めとする総務管理費として１,８３４万２,０００

円、移転補償費等の土地区画整理事業費３億４,１１９万６,０００円となり、歳出総額

で前年度対比９,３５６万６,０００円、３５.２％の増となりました。 

   次に、認定第８号 平成２１年度幸田町農業集落排水事業特別会計歳入歳出決算認定

についてでございます。 

   決算書は３７１ページから３９２ページ並びに主要な施策の成果の説明書につきまし

ては、１９３ページからをごらんいただきたいと思います。 

   歳入決算総額４億４,１６０万５,０００円、歳出決算総額４億３,３９１万２,０００

円で、差引総額７６９万３,０００円となりました。 

   歳入の主な内訳は、受益者分担金が９８８万２,０００円、処理施設使用料が７,５３
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７万６,０００円、県補助金は、処理場機能強化対策による６,３７９万１,０００円と

大幅に増加し、繰越金が７５５万６,０００円、一般会計からの繰入金が２億５,５００

万円となり、歳入総額で前年度比８,７１４万３,０００円、２４.６％の増となりまし

た。 

   歳出といたしましては、職員１人分の人件費を初めとする総務管理費のほか、維持管

理費として処理場の施設管理、保守点検委託料及び道路等の維持補修に加え、本年度は

機能強化対策事業を行い、２億５,５６８万４,０００円、公債費は１億６,４１１万６,

０００円となり、歳出総額で前年度対比８,７００万６,０００円、２５.１％の増とな

っております。 

   次に、認定第９号 平成２１年度幸田町下水道事業特別会計歳入歳出決算認定でござ

います。 

   決算書の３９５ページから４１８ページになります。主要な施策の成果の説明書は２

０１ページからでありますので、ごらんいただきたいと思います。 

   まず、歳入決算総額８億８,０１３万円、歳出決算総額８億６,９６６万１,０００円

で、差引額１,０４６万９,０００円となりました。 

   歳入の主な内訳は、受益者負担金が賦課区域の増により３,６５４万９,０００円、下

水道使用料は１億７,２７３万８,０００円で、ほぼ前年並みとなっております。国庫支

出金は１億７,４７８万１,０００円で、前年度に対して７,３１８万７,０００円の大幅

な増となり、町債につきましては８,０１０万円、繰入金を３億９,５００万円とし、歳

入総額で前年度対比２,３５８万５,０００円、２.６％の減となりました。 

   歳出におきましては、職員５人分の人件費を初めとする総務管理費のほか、浄化セン

ター利用に伴う汚水処理費負担金など維持管理費が１億１,８５８万１,０００円、公共

下水道建設事業費は、区画整理事業区域内と周辺集落区域の整備となり、３億４,２５

３５万４,０００円、公債費は３億４,８４０万７,０００円となり、歳出総額で前年度

対比１,４１８万１,０００円、１.６％の減となりました。 

   平成２１年度末の整備状況は、単独公共下水道区域が整備済み面積１３４.５ヘクタ

ール、管渠延長４万５,９７１.４メートル、流域関連公共下水道区域が整備済み面積４

１８.９ヘクタール、管渠延長１１万２,４０４.７メートルとなりました。 

   下水道の普及率は６８.４％となり、前年度末の０.８％の伸びとなっております。 

   最後に、認定第１０号 平成２１年度幸田町水道事業会計決算認定についてでござい

ます。 

   決算書４３６ページから４６５ページ並びに主要な施策の成果の説明につきましては、

２３１ページからごらんいただきたいと思います。 

   収益的収入及び支出については、営業収益など６億６,５４２万５,０００円の収入に

対し営業費用など６億１,１６０万３,０００円を支出した結果、４,８８２万２,０００

円の収入差し引きとなりました。 

   なお、損益計算上の当期純利益は３,１１１万２,０００円となり、前年度の繰越利益

剰余金を加え、４,５３８万円の未処分利益剰余金となりました。このうち減債積立金

に１,５００万円、建設改良積立金に１,５００万円を積み立て、残高１,５３８万円を
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翌年度の繰越利益剰余金といたしております。 

   また、資本的収入及び支出については、工事負担金収入等に対して建設改良費等を支

出した結果、収入差し引き２億５,１６１万６,０００円の不足となり、これは建設改良

積立金、減債積立金、当年度分消費税及び地方消費税、資本的収支調整額並びに損益勘

定留保資金で補てんをいたしました。 

   以上、平成２２年度第３回の幸田町議会定例会に提案しました単行議案４件、補正予

算９件、決算認定１０件について提案をさせていただきましたけれども、何分早口で説

明いたしました。 

   慎重に審議の上、全議案可決・承認賜りますようにお願いを申し上げます。ありがと

うございました。 

〔町長 大須賀一誠君 降壇〕 

○議長（鈴木三津男君） これをもって、提案理由の説明を終わります。 

──────────────○─────────────── 

  日程第１０ 

○議長（鈴木三津男君） 日程第１０、ここで鴨下 登監査委員から決算審査意見の御報告

をお願いします。 

   鴨下 登君。 

〔監査委員 鴨下 登君 登壇〕 

○監査委員（鴨下 登君） 御指名でございますので、報告をさせていただきます。 

   報告に入らせていただく前に、一言おわびを申し上げたいと思います。 

   先ほど総務部長からお願いがありましたとおり、お手元に配付させていただいており

ます審査意見書に訂正箇所が出てまいりました。大変申しわけございませんでした。 

   訂正箇所は、意見書の第１ページ、第４ 審査の結果の欄でございます。大変御迷惑

をおかけいたしました。よろしく御訂正をお願いいたします。 

   それでは、報告に入らせていただきます。 

   去る７月２７日から８月６日まで実質６日間にわたり行いました平成２１年度の決算

審査の結果について申し上げます。 

   平成２１年度幸田町一般会計・各特別会計歳入歳出決算及び基金運用状況並びに水道

事業会計決算の審査に当たっては、町長から提出された決算書、決算に関する附属資料、

証書類及び各課等から提出された資料等を照合し、あわせて関係職員の説明を求め聴取

するとともに、定期監査、例月出納検査等の結果も参考とし、計数の正確性、事務処理

の正否、予算執行上の適否等について審査を実施いたしました。 

   審査の結果につきましては、審査に付された各会計の歳入歳出決算書等は、いずれも

関係法令に準拠して作成されており、計数は正確であり、予算の執行はおおむね適正で

あると認められました。 

   審査の総括的意見といたしましては、お手元に配付させていただきました決算審査意

見書の１９ページ、第６「むすび」に記載させていただいておりますので、ごらんいた

だきたいと存じます。 

   それでは、同「むすび」の欄を朗読させていただきます。 
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   平成２１年度幸田町一般会計、各特別会計、基金運用状況及び水道事業会計の決算審

査の概要は前述のとおりであり、ここに総括的な意見を付して、本審査のむすびとする。 

   平成２１年度の決算における一般会計と各特別会計の決算総額は、歳入２０９億４,

４３５万円、歳出２００億７,９２５万円で、前年度と比較し歳入で３億３,２２９万円

（１.６％）、歳出で１億８,６７５万円（０.９％）おのおの増加となっている。 

   歳入決算額から歳出決算額を差し引いた形式収支は８億６,５１０万円で、この形式

収支から翌年度へ繰り越す財源の３,２１８万円を差し引いた実質収支は８億３,２９２

万円、また単年度収支は１億２,８２３万円の黒字となっている。 

   一般会計の歳入は、総額１４６億４,０１２万円で、前年度と比較し３億１,３６６万

円の増額となっている。 

   町民税の個人分はほぼ前年並みであったが、法人分については、自動車関連企業を初

めとする主要企業が軒並み業績不振となり、１２億４,０７９万円の大幅な減収となっ

た。 

   固定資産税の償却資産分において大規模償却資産に係る課税権が県から町に移り、前

年度比６億５,３６１万円の増となったにもかかわらず、町税全体では８０億１,２４８

万円、前年度と比較し６億７,６６７万円（７.８％）の減少となった。 

   町税以外で減少となった主な科目は、地方譲与税、利子割交付金、配当割交付金、自

動車取得税交付金、地方交付税、分担金及び負担金、県支出金及び繰越金などであった｡ 

   一方、地方消費税交付金、地方特例交付金、国庫支出金、財産収入、繰入金及び町債

などは増加となった。中でも、国庫支出金が６億２,４３４万円、町債が４億４,４１０

万円の大幅な増加となっている。 

   増加の要因として、国庫支出金については、定額給付金５億５,７６１万円の増、町

債については、幸田中央公園整備を初め（仮称）相見駅周辺開発整備、救助工作車整備、

学校給食センター移転改築各事業に加え、景気の悪化による税収の減少を補うべく、減

収補てん債と臨時財政対策債で１７億６,３００万円の借り入れをしたことによるもの

である。 

   地方自治の確立・強化のために重要な指標の一つとされる自主財源比率は、税の大幅

な落ち込みにより、前年度と比較し６.０ポイント悪化し、６６.９％の結果となった。 

   一般会計の歳出総額は、１３９億１,０４１万円で、前年度と比較し１億８,３６０万

円増加している。 

   主な増減要因を歳出目的別に見ると、増加した費目は、定額給付金支給事業、法人町

民税の還付、新駅及び自由通路設置事業等により総務費で９億９,５５１万円の増、次

に財政調整基金積み立ての増加により、諸支出金で７億３,７７２万円の増、また労働

費では、経済危機対策として創設された緊急雇用事業等により２,７７９万円の増など

が主なものとなっている。 

   次に、減少した費目は、教育費で給食センター移転改築事業費の減、幸田小学校増築

事業の完了等に伴い６億２,４５５万円の減、土木費では、都市施設整備基金積み立て

の減額等で５億６,４６６万円の減、その他農林水産業費では、道の駅建設事業の完了 

等により２億３,７２４万円の減などが主なものとなっている。 
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   特別会計全体では、歳入総額６３億４２３万円、歳出の総額は６１億６,８８３万円

で、ほぼ前年度並みとなっている。 

   土地取得特別会計は、歳入で５９１万円（１.３％）の増加、歳出は１,８８７万円

（４.１％）の減少となった。 

   歳入では、幸田中央公園用地を初めとする売り払い収入が、歳出では、幸田中央公園

用地の町債元金償還金が主なものとなっている。 

   国民健康保険特別会計は、歳入で３,１０９万円（１.２％）、歳出で２,３５８万円

（０.９％）おのおの減少している。 

   歳入では、保険税において税率の引き上げ、医療分並びに後期分で限度額の引き上げ

があり、６,７０２万円、また前期高齢者の医療費が増加したことにより前期高齢者交

付金が５,２８３万円おのおの増加したが、療養給付等交付金で５,４３５万円、財政調

整基金繰入金で２,６８６万円、財政調整交付金（国庫支出金）で２,４３９万円、一般

会計繰入金で２,２０４万円等の減少があり、総体では減少となった。 

   歳出では、保険給付費が５,３０４万円増加したが、制度改革に伴うシステム改修費

用がなくなり、総務費で４,０１７万円の減、また老人保健拠出金が精算分のみとなっ

たため６,３０９万円と大幅減少となるなど、総体で歳入同様減少となった。 

   国保加入世帯は７世帯（０.１５％）の増、被保険者は３人（０.０３％）の減と、変

動が少なかった。 

   老人保健特別会計は、後期高齢者医療制度の創設により制度は廃止となったが、平成

２０年３月診療以前の遅延請求分と過誤請求等に係る事業費の執行があり、歳入で７３

５万円、歳出で５３８万円となっている。 

   後期高齢者医療特別会計は、歳入は２億３,３９４万円、歳出で２億３,３０５万円と

なっている。 

   歳入で６４２万円（２.８％）、歳出で７８１万円（３.５％）の増加となっている。 

   介護保険特別会計は、歳入で４,０８６万円（３.３％）、歳出で４,５７３万円（３.

９％）おのおの増加している。 

   歳入では被保険者の増、歳出では保険給付費の増加が主な要因となっている。 

   幸田駅前土地区画整理事業特別会計は、歳入は１億５７１万円（３８.５％）、歳出

は９,３５７万円（３５.２％）おのおの増加となった。区画整理事業の施行に伴う建物

移転補償の実施件数が増加したことが主な要因となっている。 

   農業集落排水事業特別会計は、歳入は８,７１４万円（２４.６％）、歳出では８,７

０１万円（２５.１％）おのおの増加となった。要因は、処理場５カ所の機能強化対策

事業推進によるものである。 

   歳入での県補助金６,３７９万円、町債３,００００万円が充当されている。処理区域

内の水洗化人口は１万２４１人、水洗化率は９５.８％、前年度に比べ０.６％の増とな

っている。 

   下水道事業特別会計は、歳入で２,３５８万円（２.６％）、歳出で１,４１８万円

（１.６％）おのおの減少となった。これは、別途水道事業会計に見る営業収支減少に

スライドされたものである。 
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   処理区域内の水洗化人口は２万７２１人、前年度より８８４人の増、水洗化率は８３.

０％で、前年度に比べ２.１％の増となっている。これは、水洗化人口、処理区域内人

口がおのおの増加したことによるものである。 

   未収金については、一般会計、５特別会計にわたり、国・県支出金を除く収入未済額

の総額は５億１,８０８万円に達している。前年度と比較し、一般会計の町民税を初め

とする町税全体で４,６０１万円、国民健康保険税で３,４４３万円と、合計で８,０４

４万円が増加し、未済額の増加ペースは毎年加速しており、憂慮するものである。 

   景況が大きな要因となっていることは否めないが、意識の問題等要因は複雑化してき

ている。自治体の債権管理、回収は、公正かつ厳格でなくてはならない。収入未済債権

については、債権ごとに的確な処理を図るべく、体制整備を含め、組織を挙げてのより

きめ細かな取り組みが肝要である。 

   水道事業会計は、前年度と比較し、年間総配水量は８.８万立米（１.７％）、年間総

有収水量は１３.６万立米（１.６％）と、それぞれ減少している。減少の主な要因は、

大口受水者の景気後退等に伴う受水量の減少によるものである。 

   同要因等から総収益で前年比４.３％の減少となったが、総費用も４.５％減少し、そ

の結果、最終純利益は前年度並みの３,１１１万円の計上となった。 

   引き続き、安定かつ良質低廉な水の供給に向けた取り組みが必要であるとともに、特

に大口受水者の受水需要回復動向には注視すべきである。 

   主要な財政指標の状況は、単年度財政力指数１.４７、経常収支比率７１.６％は、良

好な数値である。 

   実質収支比率５.２％（前年度比０.８％ダウン）は標準値とされる５％程度に近くな

り、前年度に続き改善が見られた。 

   公債費比率１０.５％は、前年度と比較し０.８ポイントの改善となったが、いまだ比

較的高水準にあり、引き続き留意していく必要がある。 

   また、水道事業会計における経常収支比率は、前年度より０.３ポイントとわずかで

はあるが、改善されてきた。 

   以上を総括し、平成２１年度は、世界同時不況の影響は３年目を迎えた今年度におい

てもとまらない状況である。景気は持ち直してきているとはいえ、失業率は高水準にあ

るなど、依然として予断を許さない社会経済情勢下にあります。 

   一方、地方財政を取り巻く環境は、政権交代により大きく変革を迎えました。「コン

クリーﾄから人へ」の政策転換により、多くの施策が凍結や新たに追加されるなど、大

きく変化した１年でありました。 

   こうした国政・地方財政が変わる中、平成２１年度本町の決算では、法人町民税が過

年度分の過誤納還付金を勘案した実質ベースでゼロをも割り込むようなかつてない大幅

な減収に陥り、財政運営上のやりくりに緊張を極めた決算であったと思われます。 

   地方主権が叫ばれる中にあって、少子高齢化の進行、格差の拡大傾向、若年失業の増

大など、さまざまな課題に取り組まなくてはなりません。さらには、こうした景気悪化

や将来に対する社会不安は、滞納の増長などの新たな課題として浮かび上がってきてい

ます。 
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   こうした状況の中で、今後の本町の行財政運営は、税収環境を大きく左右する景気回

復見通しにいまだ不透明感が払拭できず、ここしばらくはより厳しい運営を強いられる

ことが予測されます。 

   限られた財源を最大限有効に活用し、安定した、かつ持続性のある行財政運営、住民

サービスの向上に一層努められたい。 

   以上をもって、報告とさせていただきます。 

〔監査委員 鴨下 登君 降壇〕 

○議長（鈴木三津男君） 以上をもって、本日の日程は終わりました。 

   本日は、これにて散会いたします。 

   次回は、９月１３日月曜日午前９時から開きますので、よろしくお願いいたします。 

   ここで、１点御連絡を申し上げます。 

   議会広報特別委員会を本日１２時１０分から第１委員会室で開催しますので、委員の

方は御出席をお願いいたします。 

   以上であります。 

   御苦労さまでした。 

                             散会 午後 ０時０２分 
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   地方自治法第１２３条第２項の規定によりここに署名する 

             平成２２年９月１０日 

 

                    議  長  鈴 木 三津男 

 

 

                    議  員  鈴 木 修 一 

 

 

                    議  員  大須賀 好 夫 
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